
国
境
を
越
え
る

R
E
I
T
と
課
税

ー
ド
イ
ツ
に
お
け
る
最
近
の
動
向
を
中
心
に
|
ー

宮

本

十

至

子
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R
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R
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大
き
い
。

バ
ブ
ル
崩
壊
を
受
け
て
、
我
が
国
の
不
動
産
投
資
は
長
く
低
迷
し
て
い
た
が
、
よ
う
や
く
地
価
は
上
昇
に
転
じ
つ
つ
あ
る
。
不
動
産
投

資
フ
ァ
ン
ド
や
証
券
化
を
通
じ
た
投
資
は
、
不
動
産
市
場
の
活
性
化
に
一
役
買
っ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、

J
ー

R
E
I
T

I
T
)
 と
い
わ
れ
る
不
動
産
投
資
フ
ァ
ン
ド
は
、
導
入
以
降
安
定
的
な
成
長
を
続
け
て
お
り
、
不
動
産
証
券
化
協
会
『
不
動
産
証
券
化
ハ

ン
ド
ブ
ッ
ク
ニ

0
0
六
ー
ニ

0
0
七
』
に
よ
る
と
、
二

0
0
六
年
三
月
末
で
は
時
価
総
額
で
約
一
二
兆
四
千
億
円
の
投
資
証
券
が
流
通
し
て

い
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
発
展
に
は
、
特
定
目
的
会
社
や
投
資
法
人
に
対
す
る
租
税
特
別
措
置
法
上
の
優
遇
措
置
に
よ
る
と
こ
ろ
が

近
年
、
世
界
中
で

R
E
I
T
を
導
入
す
る
動
き
が
顕
著
に
み
ら
れ
、

制
度
を
導
入
し
て
い
る
。
欧
州
で
も
、

に
フ
ラ
ン
ス
が
導
入
し
て
以
来
、
英
国
、

討
さ
れ
て
い
る
。

R
E
I
T
は
米
国
で
初
め
て
導
入
さ
れ
た
が
、
各
国
の

R
E
I
T
は
必
ず
し
も
米
国
型
R
E
I
T
と
同
じ
も
の
で
な
く
、

特
に
、
欧
州
型
R
E
I
T
は
多
様
な
形
態
を
も
つ
。
と
り
わ
け
、
英
国
、

に
組
織
変
更
す
る
場
合
の

Exit
T
a
x
課
税
の
問
題
、

資
家
の
税
法
上
の
問
題
、

E
u
法
と
の
抵
触
等
、

た
な
R
E
I
T
課
税
を
め
ぐ
る
論
点
は
、
我
が
国
に
お
い
て
議
論
が
遅
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
り
、
学
ぶ
べ
き
点
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
稿
は
、

国
境
を
越
え
る

R
E
I
T
と
課
税

序

章

オ
ラ
ン
ダ
、

は

じ

め

に

ベ
ル
ギ
ー
、

四
〇

（
六
六
五
）

（
日
本
版
R
E

ア
ジ
ア
諸
国
で
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
韓
国
等
が
R
E
I
T
類
似

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
等
に

R
E
I
T
類
似
の
制
度
が
あ
り
、
二

0
0
三
年

ド
イ
ツ
で
も
非
居
住
者
に
よ
る
不
動
産
市
場
の
活
性
化
を
狙
い
、

ド
イ
ツ
の

R
E
I
T
導
入
過
程
で
は
、
既
存
法
人
を
R
E
I
T

R
E
I
T
か
ら
の
分
配
に
対
す
る
所
得
類
型
、

R
E
I
T
の
国
際
課
税
問
題
を
中
心
に
、

R
E
I
T
税
制
の
導
入
が
検

R
E
I
T
に
投
資
す
る
外
国
人
投

グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
を
念
頭
に
お
い
た
制
度
設
計
が
議
論
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
新

ド
イ
ツ
の
導
入
過
程
の
議
論
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
が



現
行
R
E
I
T
課
税
の
問
題
点
を
探
り
、
そ
の
課
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

R
E
I
T
制
度
の
導
入

(
l
)
 

金
融
シ
ス
テ
ム
改
革
の
一
環
と
し
て
、
平
成
一

0
年
に
証
券
投
資
信
託
及
び
証
券
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
の
制
定
に
よ
り
、

る
会
社
型
投
資
フ
ァ
ン
ド
が
導
入
さ
れ
た
。
我
が
国
で
は
証
券
投
資
信
託
が
導
入
さ
れ
る
以
前
の
昭
和
二
三
年
に
、
証
券
取
引
委
員
会
に

よ
る
投
資
会
社
法
案
が
策
定
さ
れ
、

つ
い
て
検
討
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、

G
H
Q
が
時
期
早
々
で
あ
る
と
し
て
反
対
し
た
た
め
、
昭
和
二
六
年
に
契
約
型
投
資
信
託
だ
け

(
2
)
 

が
導
入
さ
れ
た
。
そ
の
後
も
繰
り
返
し
会
社
型
投
資
フ
ァ
ン
ド
の
導
入
が
検
討
さ
れ
、
よ
う
や
く
平
成
一

0
年
に
証
券
投
資
法
人
が
導
入

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

証
券
投
資
法
人
は
、
主
と
し
て
有
価
証
券
に
対
す
る
投
資
、
運
用
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
社
団
で
あ
り
（
旧
投
信
法
第
一
一
条
―
―

項
）
、
そ
の
設
立
に
は
、
内
閣
総
理
大
臣
へ
の
届
出
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
法
人
は
、

な
活
動
を
す
る
の
で
は
な
く
、
証
券
投
資
の
た
め
の
単
な
る
ビ
ー
ク
ル
で
あ
り
、
実
質
的
に
は
運
用
資
産
の
集
合
体
に
す
ぎ
な
い
こ
と
か

(
3
)
 

ら
、
租
税
優
遇
措
置
が
置
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
契
約
型
投
資
信
託
は
所
得
税
法
一
三
条
、
法
人
税
法
―
二
条
の
但
書
規
定
の

「
証
券
投
資
信
託
」
に
該
当
し
、
投
資
家
段
階
で
一
回
限
り
課
税
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
証
券
投
資
法
人
は
法
人
課
税
の
対
象
と
な
る
が
、

特
定
目
的
会
社

(
S
p
e
c
i
a
l
P
u
r
p
o
s
e
 C
o
m
p
a
n
y
,
 以
下
S
P
C
と
い
う
）

第
一
節

第
一
章

我
が
国
の

R
E
I
T
課
税
と
問
題
点

関
法
第
五
六
巻
ニ
・
三
号

ア
メ
リ
カ
の
一
九
四

0
年
投
資
会
社
法
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
契
約
型
と
会
社
型
フ
ァ
ン
ド
の
導
入
に

と
同
様
に
ペ
イ
・
ス
ル
ー
課
税
方
式
が
適
用
さ
れ
、
ビ
ー
ク

一
般
的
な
株
式
会
社
の
よ
う
に
広
範
か
つ
積
極
的

四
〇

（
六
六
六
）

い
わ
ゆ



l
フ
ァ
ン
ド
段
階
の
課
税

第
二
節
税
法
上
の
取
り
扱
い

（
六
六
七
）

一
定
の
制
限
が
あ
っ
た
。
金
融
商
品
の
組

ル
段
階
の
課
税
を
一
定
範
囲
で
排
除
す
る
。
そ
の
た
め
、
前
者
に
比
べ
て
法
人
段
階
で
課
税
さ
れ
る
の
が
災
い
し
て
、
導
入
後
二
年
経
っ

て
も
設
立
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
課
税
上
の
取
扱
い
が
ビ
ー
ク
ル
の
利
用
に
い
か
に
影
響
す
る
か
を
示
し
て
い
る
。

創
設
当
時
、
証
券
投
資
法
人
は
、
運
用
対
象
資
産
を
主
と
し
て
有
価
証
券
に
限
定
す
る
等
、

成
に
関
す
る
横
断
的
な
集
団
投
資
ス
キ
ー
ム
の
整
備
と
適
切
な
課
税
が
検
討
さ
れ
つ
つ
、
平
成
―
二
年
の
改
正
投
信
法
で
は
従
来
の
証
券

投
資
法
人
が
投
資
法
人
に
改
称
さ
れ
、
汎
用
性
の
あ
る
も
の
と
な
り
、
運
用
制
限
及
び
借
入
制
限
等
が
緩
和
さ
れ
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
投

資
法
人
は
、
運
用
対
象
資
産
に
つ
い
て
は
有
価
証
券
だ
け
で
な
く
、
不
動
産
等
へ
の
投
資
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
（
投
信
法
二
条
―

(
6
)
 

九
項
）
、

J
I
R
E
I
T
の
創
設
に
つ
な
が
っ
た
。

我
が
国
の

R
E
I
T
制
度
は
、

フ
ァ
ン
ド
が
資
金
調
達
と
収
益
分
配
の
み
を
行
い
、
不
動
産
の
運
用
は
投
資
信
託
委
託
会
社
が
行
う
外

部
運
用
型
で
あ
り
、
法
人
形
態
で
も
信
託
形
態
で
も
組
成
で
き
る
。
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
エ
ン
ド
型
と
オ
ー
プ
ン
・
エ
ン
ド
型
が
可
能
で
あ
る

が
、
現
在
は
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
エ
ン
ド
の
会
社
型
の
み
が
組
成
さ
れ
て
上
場
さ
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
必
要
な
範
囲
で
従
来
の
契
約
型
投

(
7
)
 

資
信
託
に
も
触
れ
つ
つ
、
国
内
公
募
の
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
エ
ン
ド
型
投
資
法
人
を
中
心
に
税
法
上
の
取
り
扱
い
を
み
て
い
く
。

契
約
型
投
資
信
託
は
、
所
得
税
法
一
三
条
一
項
及
び
法
人
税
法
―
二
条
一
項
の
但
書
規
定
の
「
投
資
信
託
」
に
該
当
し
、
信
託
財
産
に

対
す
る
法
人
課
税
は
な
く
、
投
資
家
段
階
で
一
回
限
り
課
税
さ
れ
、
個
人
投
資
家
は
利
子
及
び
配
当
所
得
と
し
て
利
子
並
み
課
税
が
行
わ

れ
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
投
資
法
人
は
信
託
で
は
な
く
法
人
形
態
を
と
っ
て
お
り
、
他
の
法
人
と
同
じ
く
法
人
税
の
納
税
義
務
者
で

国
境
を
越
え
る

R
E
I
T
と
課
税

四
0
三



1
．
投
資
法
人
に
関
す
る
要
件

あ
り
、

フ
ァ
ン
ド
段
階
で
稼
得
し
た
所
得
に
対
し
て
法
人
課
税
の
対
象
と
な
る
。
投
資
法
人
を
媒
介
と
し
て
資
産
に
投
資
す
る
と
、

ン
ド
段
階
と
投
資
家
段
階
の
二
回
課
税
が
行
わ
れ
る
た
め
、
契
約
型
投
資
信
託
に
比
べ
て
追
加
的
課
税
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
課
税

(
8
)
 

中
立
性
が
損
な
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
同
様
の
経
済
効
果
を
も
た
ら
す
集
団
的
投
資
ス
キ
ー
ム
で
あ
り
、
ビ
ー
ク
ル
間
の
課
税
中
立
性
を

確
保
す
る
た
め
に
、
投
資
法
人
は
、

(
9
)
 

は
導
管
的
に
扱
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、

S
P
C
に
対
す
る
課
税
と
同
じ
く
、
投
資
法
人
の
う
ち
登
録
投
資
法
人
（
投
信
法
第
二
条
二

O
)

主
と
し
て
募
集
が
国
内
で
行
わ
れ
る
も
の
は
、
そ
の
配
当
可
能
所
得
金
額
の
九
0
％
超
を
投
資
家
に
分
配
す
る
等
、

す
場
合
に
限
り
、
支
払
配
当
の
損
金
算
入
が
認
め
ら
れ
、
留
保
分
に
の
み
法
人
税
が
課
税
さ
れ
る
こ
と
で
ビ
ー
ク
ル
段
階
の
課
税
を
排
除

な
お
、
信
託
型
フ
ァ
ン
ド
に
よ
り
不
動
産
投
資
を
行
う
場
合
は
、
契
約
型
証
券
投
資
倍
託
の
よ
う
に
但
書
規
定
が
適
用
さ
れ
る
の
で
は

な
く
、
投
資
法
人
と
同
様
に
特
定
投
資
信
託
と
し
て
、
法
人
課
税
の
対
象
に
な
り
、
ペ
イ
・
ス
ル
ー
課
税
が
行
わ
れ
る
。
我
が
国
の
こ
の

投
資
法
人
が
税
法
上
の
優
遇
措
置
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に
は
、
お
お
む
ね
次
の
1
及
び
2
の
要
件
を
充
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

投
資
法
人
の
う
ち
①
七
五
％
以
上
が
不
動
産
へ
の
投
資
で
あ
る
こ
と
、
②
運
用
資
産
に
占
め
る
不
動
産
賃
貸
収
入
等
が
生
ず
る
資
産
へ
の

（
適
用
要
件
）

投
資
が
五

0
％
以
上
で
あ
る
こ
と

よ
う
な
課
税
方
式
は
、
合
衆
国
の

R
I
C

し
て
い
る
（
措
置
法
六
七
条
の
一
五
）
。

関
法
第
五
六
巻
ニ
・
三
号

一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
場
合
に
限
り
、
ペ
イ
・
ス
ル
ー
課
税
方
式
に
よ
り
フ
ァ
ン
ド
段
階
の
課
税

一
定
の
要
件
を
満
た

（
規
制
投
資
会
社
）
及
び

R
E
I
T
課
税
を
モ
デ
ル
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
上
場
基
準
）
等
の
要
件
を
み
た
す
も
の
が
、
上
場
不
動
産
投
資
法
人

(
R
E
I
T
)

四
0
四

（
六
六
八
）

で
あ
る
。

フ
ァで



国
で
は
、
そ
の
よ
う
な
規
定
は
税
法
上
な
い
。

I
T
の
場
合
は
、

⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ① 

適
格
機
関
投
資
家
の
み
か
ら
借
入
を
行
っ
て
い
る
こ
と

設
立
時
の
投
資
口
が
公
募
か
つ
発
行
総
額
一
億
円
以
上
、
又
は
、
最
低
投
資
口
が
五

0
名
以
上
又
は
適
格
機
関
投
資
家
に
よ
り
保
有

当
該
事
業
年
度
の
配
当
可
能
所
得
の
九
0
％
超
を
投
資
家
に
分
配
す
る
こ
と

他
の
法
人
の
発
行
済
株
式
総
数
又
は
出
資
金
額
の
五
0
％
以
上
を
保
有
し
な
い
こ
と

投
資
法
人
が
支
払
配
当
要
件
を
充
足
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
税
法
上
の
適
格
性
を
失
い
、

フ
ァ
ン
ド
段
階
の
所
得
は
全
額
法
人
課
税
さ

(10) 

れ
る
。
例
え
ば
、
税
務
調
在
に
よ
り
申
告
が
否
認
さ
れ
た
結
果
、
支
払
配
当
要
件
を
充
足
し
な
く
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
米
国
R
E

一
定
の
場
合
に
、
支
払
配
当
に
対
し
て
事
後
的
な
分
配
を
認
め
る
宥
恕
措
置
に
よ
る
救
済
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
我
が

投
資
法
人
に
含
み
益
が
あ
る
不
動
産
を
譲
渡
す
る
場
合
に
、
譲
渡
者
は
譲
渡
益
に
課
税
さ
れ
る
。
米
国
で
は
、

U
P
R
E
I
T
を
組
成

国
境
を
越
え
る
R
E
I
T
と

課

税

四

0
五
（
六
六
九
）

事
業
年
度
末
に
同
族
会
社
に
該
当
し
な
い
こ
と

資
産
の
保
管
業
務
を
資
産
保
管
会
社
に
委
託
し
て
い
る
こ
と

資
産
の
運
用
業
務
を
投
資
信
託
委
託
業
者
に
委
託
し
て
い
る
こ
と

投
信
法
第
六
三
条
の
規
定
に
違
反
し
て
い
な
い
こ
と

2
．
事
業
年
度
に
関
す
る
要
件

④ ③ 

営
業
年
度
が
一
年
を
超
え
な
い
も
の

国
内
募
集
の
割
合
が
五
0
％
超

さ
れ
て
い
る
こ
と

②
 

①
金
融
庁
の
登
録
を
受
け
て
い
る
投
資
法
人



もヽ

一
律
に
「
配
当
所
得
」
と
し
て
投
資
家
段
階
で
課
税
さ
れ
る
。

2
．
投
資
家
段
階
の
課
税

て
は
、
登
録
免
許
税
が
課
税
さ
れ
る
が
、

す
る
こ
と
に
よ
り
、
事
実
上
フ
ァ
ン
ド
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
不
動
産
の
譲
渡
益
課
税
の
繰
延
が
可
能
と
な
る
。

投
資
法
人
が
国
内
運
用
資
産
か
ら
一
定
の
利
子
、
配
当
等
を
受
取
る
場
合
に
は
、
多
重
課
税
を
防
ぐ
た
め
に
、
源
泉
徴
収
は
行
わ
れ
な

（
所
得
税
法
第
一
七
六
条
）
。
外
国
運
用
資
産
か
ら
一
定
の
所
得
を
受
け
取
る
場
合
に
は
、
外
国
税
が
課
税
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
こ

の
二
重
課
税
の
調
整
の
た
め
、

フ
ァ
ン
ド
段
階
で
外
国
税
額
控
除
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
投
資
法
人
は
フ
ァ
ン
ド
段
階
の
課
税
が
ほ
と

ん
ど
行
わ
れ
な
い
た
め
、
二
重
課
税
が
調
整
で
き
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
投
資
法
人
に
対
す
る
外
国
税
額
控
除
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当

該
法
人
が
資
金
の
投
資
運
用
を
目
的
と
し
た
導
管
的
ビ
ー
ク
ル
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
照
ら
し
、
間
接
外
国
税
額
控
除
は
適
用
さ
れ
ず
、

（
措
置
法
第
六
七
条
の
一
五
③
）
。
な
お
、
投
資
法
人
に
は
中
小
法
人
の
法
人
税
の
軽
減

税
率
は
適
用
さ
れ
な
い
が
、
同
族
会
社
の
留
保
金
課
税
は
適
用
さ
れ
る
。

投
資
法
人
が
不
動
産
を
取
得
し
た
場
合
に
は
、
不
動
産
取
得
税
が
課
税
さ
れ
る
が
、

(13) 

一
定
の
軽
減
措
置
が
認
め
ら
れ
る
。

個
人
投
資
家
が
公
募
の
契
約
型
投
資
フ
ァ
ン
ド
か
ら
分
配
さ
れ
る
収
益
は
、
投
資
対
象
資
産
が
公
社
債
の
場
合
は
、
利
子
所
得
、
そ
れ

以
外
は
配
当
所
得
と
し
て
性
質
決
定
さ
れ
、
利
子
、
配
当
と
い
う
枠
内
で
投
資
家
に
所
得
の
伝
達
が
行
わ
れ
る
。
投
資
法
人
か
ら
分
配
さ

れ
る
収
益
は
、
例
え
ば
、

R
E
I
T
の
よ
う
に
フ
ァ
ン
ド
段
階
の
主
た
る
所
得
源
泉
が
不
動
産
所
得
と
譲
渡
所
得
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
て

ク
ロ
ー
ズ
ド
・
エ
ン
ド
型
投
資
法
人
の
投
資
口
に
か
か
る
分
配
に
つ
い
て
は
、
個
人
投
資
家
は
株
式
か
ら
の
利
益
配
当
と
同
様
に
、
原

直
接
外
国
税
額
控
除
だ
け
が
認
め
ら
れ
て
い
る

し、

関
法
第
五
六
巻
ニ
・
三
号

(12) 

一
定
の
軽
減
措
置
が
あ
り
、
不
動
産
登
記
に
つ
い

四
0
六

（
六
七
0
)



則
と
し
て
二

0
％
源
泉
徴
収
さ
れ
、
配
当
所
得
と
し
て
総
合
課
税
さ
れ
る
が
、
現
在
は
一

0
%

減
さ
れ
て
い
る
。
投
資
法
人
が
利
益
を
超
え
て
分
配
し
た
場
合
は
、
減
資
と
し
て
扱
わ
れ
、
み
な
し
配
当
又
は
譲
渡
損
益
が
生
ず
る
場
合

（
所
得
税
法
二
五
条
、
法
人
税
法
二
四
条
）
。

公
募
で
オ
ー
プ
ン
・
エ
ン
ド
型
の
投
資
法
人
（
特
定
投
資
法
人
）
が
、
配
当
を
支
払
う
時
に
は
現
在
、

税
は
三
％
）
が
源
泉
徴
収
さ
れ
、
軽
減
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
他
の
金
融
商
品
と
の
均
衡
上
、
契
約
型
投
資
信
託
と
同
じ
取
扱

い
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
場
合
も
個
人
投
資
家
段
階
で
配
当
控
除
は
適
用
さ
れ
な
い
。

投
資
法
人
の
受
益
権
を
譲
渡
し
た
場
合
は
、
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
エ
ン
ド
型
と
オ
ー
プ
ン
・
エ
ン
ド
型
と
で
課
税
関
係
が
異
な
る
。
個
人
投

資
家
の
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
エ
ン
ド
型
投
資
法
人
の
投
資
口
の
譲
渡
は
、
株
式
の
譲
渡
と
同
様
に
譲
渡
益
は
譲
渡
所
得
と
し
て
扱
わ
れ
、
譲
渡

損
が
生
じ
た
場
合
は
、
他
の
株
式
の
譲
渡
益
と
通
算
で
き
る
。
個
人
投
資
家
が
オ
ー
プ
ン
・
エ
ン
ド
型
投
資
法
人
の
受
益
権
を
譲
渡
す
る

と
、
取
得
価
額
を
超
え
る
分
は
配
当
所
得
と
み
な
さ
れ
、
譲
渡
時
に
源
泉
課
税
さ
れ
る
。
現
在
、
特
定
口
座
制
度
を
適
用
す
る
こ
と
も
で

法
人
投
資
家
に
つ
い
て
も
、
投
資
法
人
が
収
益
の
分
配
を
支
払
う
と
き
に
二

0
％
源
泉
課
税
さ
れ
る
が
、
当
該
所
得
税
は
、
法
人
投
資

家
段
階
で
税
額
控
除
さ
れ
る
。
上
場
し
て
い
る
場
合
は
、
源
泉
税
は
原
則
、

一
五
％
で
あ
る
が
、
現
在
七
％
に
軽
減
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
投
資
法
人
か
ら
の
受
取
配
当
に
つ
い
て
は
、
運
用
対
象
資
産
に
よ
る
所
得
分
類
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
フ
ァ
ン
ド
段
階
で
ほ
と
ん
ど

(15) 

課
税
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
投
資
家
段
階
で
受
け
取
る
所
得
は
、
二
重
課
税
の
調
整
措
置
は
必
要
が
な
い
と
い
う
理
由
で
、
個
人
投
資
家

は
配
当
控
除
、
法
人
投
資
家
は
受
取
配
当
の
益
金
不
算
入
が
適
用
さ
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
契
約
型
投
資
フ
ァ
ン
ド
で
は
配
当
の
五

0
％
の
二
分
の
一
相
当
額
の
益
金
不
算
入
が
適
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

き
る
。

が
あ
る

国
境
を
越
え
る
R
E
I
T
と
課
税

四
0
七

（
六
七
一
）

1
0
 %
 （
所
得
税
七
％
、
地
方

（
所
得
税
七
％
、
地
方
税
は
三
％
）
に
軽



グ
ロ
ー
バ
ル
投
資
と

R
E
I
T
課
税

法
人
投
資
家
が
投
資
法
人
の
受
益
権
を
譲
渡
し
た
場
合
は
、
譲
渡
益
は
益
金
、
譲
渡
損
は
損
金
に
そ
れ
ぞ
れ
算
入
さ
れ
る
。

恒
久
的
施
設
の
な
い
非
居
住
者
や
外
国
法
人
が
投
資
法
人
か
ら
収
益
の
分
配
を
受
け
る
と
、
国
内
源
泉
所
得
と
し
て
二

0
％
源
泉
課
税

さ
れ
る
。
上
場
し
て
い
る
場
合
は
、
原
則
一
五
％
で
あ
る
が
、
現
在
は
七
％
に
軽
減
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
租
税
条
約
が
締
結
さ
れ
て
い

る
場
合
は
、
減
免
措
置
が
適
用
さ
れ
る
。
恒
久
的
施
設
の
な
い
非
居
住
者
や
外
国
法
人
が
投
資
法
人
の
投
資
口
を
譲
渡
し
た
場
合
は
、

定
の
事
業
譲
渡
類
似
株
式
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
譲
渡
益
に
は
課
税
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
平
成
一
七
年
度
改
正
で
不
動
産
関
連

法
人
（
資
産
総
額
の
う
ち
国
内
に
あ
る
土
地
等
が
占
め
る
割
合
が
五

0
％
以
上
の
法
人
）

第
三
節

の
発
行
す
る
株
式
等
の
譲
渡
所
得
の
う
ち
一
定

の
も
の
は
、
恒
久
的
施
設
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
内
源
泉
所
得
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
導
入
の
理
由
は
、
非
居
住
者
等
の
国
内

(16) 

不
動
産
は
譲
渡
課
税
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
不
動
産
化
体
株
式
に
転
換
し
て
譲
渡
す
る
と
我
が
国
で
課
税
で
き
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
し
、
上
場
R
E
I
T
の
全
投
資
口
の
う
ち
五
％
以
下
の
所
有
割
合
を
有
す
る
非
居
住
者
等
の
譲
渡
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

(17) 

我
が
国
の

J
I
R
E
I
T
は
、
国
内
投
資
家
だ
け
で
な
く
、
外
国
投
資
家
か
ら
の
投
資
が
増
大
す
る
一
方
で
、
二

0
0
三
年
七
月
の
投

資
信
託
協
会
の
自
主
ル
ー
ル
の
解
禁
に
よ
っ
て
、
世
界
中
の

R
E
I
T
を
投
資
対
象
と
す
る
フ
ァ
ン
ド
・
オ
ブ
・
フ
ァ
ン
ズ
が
組
成
さ
れ

て
お
り
、
容
易
に
各
国
の

R
E
I
T
に
投
資
で
き
る
環
境
と
な
っ
て
い
る
。
最
近
で
は
、
海
外
不
動
産
に
投
資
を
行
う
フ
ァ
ン
ド
が
設
定

(18) 

さ
れ
、
上
場
を
見
据
え
た
動
き
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
照
ら
し
て
も
、

R
E
I
T
投
資
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
ん
で
い
る
と
い
え
よ
う
。
さ(19) 

ら
に
は
、
外
国
か
ら
の
投
資
誘
因
の
一
手
段
と
し
て

R
E
I
T
導
入
を
検
討
し
、
競
争
力
を
保
つ
こ
と
を
目
的
と
す
る
国
さ
え
で
て
き
た
。

(20) 

R
E
I
T
制
度
の
導
入
国
が
拡
大
す
る
に
つ
れ
、
各
国
の

R
E
I
T
課
税
も
多
様
化
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
厄
介
な
国
際
課
税
上
の
問

関
法
第
五
六
巻
ニ
・
三
号

四
0
八

（
六
七
二
）



四
0
九

（
六
七
三
）

題
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
あ
り
、
今
や
、
国
境
を
越
え
た
R
E
I
T
投
資
に
対
す
る
課
税
問
題
は
無
視
で
き
な
い
状
況
に
な
っ
て
き
て

お
り
、
欧
州
で
は
そ
う
し
た
事
態
の
回
避
を
想
定
し
た

E
u
モ
デ
ル
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
わ
が
国
の
国
境
を
越
え
た

R
E
I
T
投
資
に
対
す
る
課
税
上
の
取
り
組
み
は
必
ず
し
も
十
分
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ

で
、
国
境
を
越
え
て

R
E
I
T
投
資
が
行
わ
れ
た
場
合
の
税
法
上
の
問
題
点
を
概
観
し
て
い
く
。

現
在
上
場
し
て
い
る
J
I
R
E
I
T
は
、
す
ぺ
て
会
社
型
フ
ァ
ン
ド
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
投
資
法
人
の
み
な
ら
ず
、
従
来
の
但
書
信

託
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
投
資
フ
ァ
ン
ド
の
取
り
扱
い
と
比
較
し
な
が
ら
、
税
法
上
の
問
題
を
考
え
て
い
き
た
い
。
こ
の
問
題
を
検
討
す

る
う
え
で
の
論
点
は
、
大
別
す
る
と
二
つ
あ
る
。
第
一
は
、

ど
の
よ
う
に
調
整
す
る
か
と
い
う
論
点
で
あ
る
。
第
二
は
、
当
該
外
国
税
に
つ
き
、
租
税
条
約
上
の
減
免
規
定
が
適
用
で
き
る
か
ど
う
か

と
い
う
論
点
で
あ
る
。
後
者
の
問
題
は
、

フ
ァ
ン
ド
が
外
国
運
用
先
か
ら
受
け
取
る
運
用
益
に
課
税
さ
れ
た
外
国
税
を

フ
ァ
ン
ド
と
条
約
適
格
の
問
題
と
い
い
か
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

国
内
の
契
約
型
フ
ァ
ン
ド
が
国
内
投
資
に
よ
っ
て
利
子
等
の
所
得
を
稼
得
す
る
場
合
に
、
我
が
国
の
税
法
上
、
利
子
等
の
支
払
者
は
、

そ
の
支
払
い
に
つ
き
源
泉
徴
収
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
が
、
当
該
支
払
者
が
契
約
型
フ
ァ
ン
ド
に
対
し
て
、
利
子
等
を
支
払
う
場
合
に
は
、

家
が
国
内
運
用
先
に
投
資
を
行
う
国
内
の
契
約
型
フ
ァ
ン
ド
に
投
資
を
行
う
場
合
は
、
投
資
家
に
収
益
の
分
配
が
な
さ
れ
る
段
階
で
、
源

泉
徴
収
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

一
方
、
国
内
の
契
約
型
フ
ァ
ン
ド
が
国
外
投
資
に
よ
っ
て
利
子
等
の
所
得
を
稼
得
す
る
と
、
当
該
所
得
に

つ
き
国
外
支
払
者
が
源
泉
課
税
を
行
う
場
合
が
あ
り
う
る
。
当
該
外
国
税
額
は
当
該
契
約
型
フ
ァ
ン
ド
が
国
内
投
資
家
に
支
払
う
収
益
の

国
境
を
越
え
る

R
E
I
T
と
課
税

そ
の
支
払
い
に
つ
き
、

一
定
の
要
件
の
下
で
源
泉
徴
収
が
免
除
さ
れ
て
い
る

（
所
得
税
法
一
七
六
条
一
項
）
。
し
た
が
っ
て
、
国
内
投
資

l

J
ー

R
E
I
T
に
よ
る
国
外
資
産
へ
の
投
資



は
参
考
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま、
9
い

ù

（
所
得
税
法
一
七
六
条
二
項
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
源
泉
徴
収
が
行
わ
れ
た
場
合
で

(21) 

あ
っ
て
も
、
税
額
が
控
除
さ
れ
る
た
め
国
際
的
な
二
重
課
税
は
調
整
さ
れ
よ
う
。
外
国
税
額
が
源
泉
税
額
を
上
回
ら
な
い
限
り
、
国
内
の

契
約
型
フ
ァ
ン
ド
に
つ
い
て
は
、
国
内
運
用
先
で
あ
れ
、
国
外
運
用
先
で
あ
れ
、
租
税
中
立
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

上
述
の
よ
う
に
、
我
が
国
は
税
法
上
の
一
定
要
件
を
満
た
し
た
場
合
に
、
会
社
型
フ
ァ
ン
ド
に
対
す
る
配
当
の
損
金
算
入
を
認
め
る
こ

と
に
よ
っ
て
、

フ
ァ
ン
ド
段
階
の
課
税
を
導
管
的
に
扱
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

フ
ァ
ン
ド
段
階
で
稼
得
す
る
所
得
は
ほ
と
ん
ど
法
人

課
税
さ
れ
ず
、
投
資
家
段
階
で
そ
の
所
得
が
課
税
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
源
泉
税
の
扱
い
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
契
約
型
フ
ァ
ン

ド
と
同
様
に
、
国
内
運
用
先
で
あ
る
支
払
者
が
国
内
の
会
社
型
フ
ァ
ン
ド
に
対
し
て
、
利
子
等
を
支
払
う
場
合
に
は
、
そ
の
支
払
い
に
つ

（
拮
置
法
九
条
の
四
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
内
の
会
社
型
フ
ァ
ン
ド
が
国
外

投
資
に
よ
っ
て
利
子
等
の
所
得
を
稼
得
し
た
場
合
は
、
当
該
所
得
に
つ
き
国
外
支
払
者
が
源
泉
課
税
す
る
と
、
そ
の
所
得
に
か
か
る
外
国

税
は
会
社
型
フ
ァ
ン
ド
段
階
で
法
人
税
の
計
算
上
、
損
金
算
入
さ
れ
る
か
、
外
国
税
額
控
除
の
対
象
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
、

よ
う
な
会
社
型
フ
ァ
ン
ド
は
法
人
税
を
ほ
と
ん
ど
払
っ
て
い
な
い
た
め
、

(22) 

重
複
課
税
が
残
る
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
。

R
E
I
T
の

フ
ァ
ン
ド
段
階
で
は
事
実
上
そ
の
外
国
税
の
調
整
が
で
き
ず
、

こ
の
よ
う
に
、
運
用
先
か
ら
の
所
得
に
か
か
る
源
泉
税
に
つ
き
、
契
約
型
フ
ァ
ン
ド
は
国
内
運
用
先
と
国
外
運
用
先
を
同
等
に
扱
っ
て

い
る
の
に
対
し
て
、
会
社
型
フ
ァ
ン
ド
は
両
者
を
税
法
上
必
ず
し
も
同
列
に
扱
う
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
米
国

き、

一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
場
合
に
、

フ
ァ
ン
ド
段
階
で
外
国
税
額
控
除
で
き
な
か
っ
た
税
額
に
つ
き
、
投
資
家
段
階
で
そ
れ
を
外
国

(23) 

税
額
控
除
の
対
象
に
す
る
こ
と
で
、
重
複
課
税
の
調
整
を
図
っ
て
い
る
。
我
が
国
で
も
こ
の
よ
う
な
米
国
国
内
法
上
の
重
複
課
税
の
調
整

一
定
の
要
件
の
下
で
源
泉
徴
収
が
免
除
さ
れ
て
い
る

分
配
に
対
す
る
源
泉
税
額
か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る

関
法
第
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六
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一
方
、
重
複
課
税
を
調
整
す
る
他
の
方
法
と
し
て
、
租
税
条
約
の
減
免
規
定
の
適
用
が
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
利
子
等
の
受
領
に
つ

い
て
フ
ァ
ン
ド
自
体
に
租
税
条
約
の
条
約
適
格
が
あ
る
か
ど
う
か
が
問
題
に
な
る
。
租
税
条
約
の
利
子
等
の
減
免
を
受
け
る
た
め
に
は
、

(24) 

一
般
的
に
「
者
」
「
居
住
者
」
「
受
益
者
」
で
あ
る
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
租
税
条
約
の
適
用
に
つ
い
て
の
各
国
の
考

え
方
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
信
託
形
態
の
フ
ァ
ン
ド
自
体
に
は
租
税
条
約
の
適
用
を
認
め
な
い
と
い
う
国
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
会
社
型

フ
ァ
ン
ド
で
あ
っ
て
も
法
人
税
が
ほ
と
ん
ど
課
税
さ
れ
な
い
よ
う
な
も
の
に
対
し
て
、
租
税
条
約
の
適
用
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
考

(25) 

え
る
国
も
あ
る
。
特
に
、
信
託
形
態
の
フ
ァ
ン
ド
の
場
合
、
フ
ァ
ン
ド
自
体
が
こ
れ
ら
の
要
件
を
具
備
し
た
適
格
者
で
あ
る
の
か
、
そ
れ

(26) 

と
も
背
後
に
い
る
投
資
家
で
あ
る
の
か
が
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
の
我
が
国
に
お
け
る
議
論
を
整
理
し
て
み
よ
う
。

入
れ
た
我
が
国
の
投
資
フ
ァ
ン
ド
が
受
託
銀
行
名
で
日
英
租
税
条
約
の
減
免
規
定
の
適
用
申
請
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
英
国
側
が
こ
れ
を
認

(27) 

め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
日
本
の
契
約
型
投
資
フ
ァ
ン
ド
は
、
信
託
形
態
を
と
っ
て
い
る
が
、
信
託
自
体
は
導
管
に
す
ぎ
ず
、

そ
の
背
後
の
投
資
家
が
受
益
者
で
あ
る
と
い
う
英
国
側
の
主
張
の
た
め
、
当
該
フ
ァ
ン
ド
は
条
約
上
の
「
受
益
者
」
で
は
な
い
と
さ
れ
た

(28) 

の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
不
特
定
多
数
の
投
資
フ
ァ
ン
ド
の
投
資
家
自
身
が
条
約
規
定
の
適
用
申
請
を
す
る
の
は
事
実
上
困
難
で

あ
り
、
最
終
的
に
は
日
英
租
税
条
約
で
は
、
受
益
者
た
る
投
資
家
が
条
約
適
格
者
で
あ
れ
ば
、
そ
の
信
託
の
運
用
者
又
は
受
託
者
に
条
約

一
九
九
六
年
に
締
結
さ
れ
た
日
仏
租
税
条
約
二
九
条
に
お
い
て
も
、
同
じ
く
「
公
認
投
資
基
金
」
で
あ
る
信
託
の
運
用
者
又
は
受
託
者

フ
ァ
ン
ド
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
の

S
I
C
A
V

に
条
約
適
用
申
請
の
代
行
者
と
し
て
の
地
位
を
認
め
て
い
る
。
当
該
公
認
投
資
基
金
に
は
信
託
形
態
の
み
な
ら
ず
、
法
人
形
態
の
投
資

(29) 

1

・

b

l

e

)

が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
べ

d'• 

(soc1ete 
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e
s
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1
s
s
e
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e
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t
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v
a
n
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国
境
を
越
え
る

R
E
I
T
と
課
税

適
用
申
請
の
代
行
者
と
し
て
の
地
位
を
認
め
た
の
で
あ
る
。

最
初
に
こ
の
問
題
が
議
論
と
な
っ
た
の
は
、

四

（
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一
九
八
0
年
の
日
英
租
税
条
約
の
改
訂
の
際
で
あ
っ
た
。
英
国
の
株
式
や
公
社
債
を
組
み



を
軽
減
す
る
た
め
に
、

フ
ァ
ン
ド
で
そ
れ
ぞ
れ
国
内
法
上
の
調
整
が
異
な
り
、

も
あ
る
。

（
た
だ
し
、
相
手
国
に

フ
ラ
ン
ス
の
締
結
し
た
条
約
の
な
か
に
は
、
む
し
ろ
S
I
C
A
V
自
体
に
条
約
適
格
を
認
め
る
も
の
も
あ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

(societes d
'
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
s
 i
m
m
o
b
i
l
i
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r
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o
t
e
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フ
ァ
ン
ド

フ
ラ
ン
ス

S
I
C
A
V
の
よ
う
に
法
人
で
あ
っ
て
も
代
行
者
の
地
位
を
付
与
さ
れ
て
い
る
も
の

（
例
、
米
仏
租
税

フ
ラ
ン
ス

S
I
C
A
V
の
よ
う
な
会
社
型
フ
ァ
ン
ド
に
つ
い
て
必
ず
し
も
画
一
的
に
取
り
扱
わ
れ
て

(30) 

お
ら
ず
、
そ
も
そ
も
租
税
条
約
の
適
用
に
つ
い
て
各
国
の
対
応
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

と
い
う
会
社
型
不
動
産
フ
ァ
ン
ド
を
導
入

し
、
我
が
国
も
J
I
R
E
I
T
の
よ
う
な
ペ
イ
・
ス
ル
ー
課
税
方
式
を
と
る
法
人
が
導
入
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
条
約
上
の
扱
い
は

必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
日
英
租
税
条
約
で
は
、
代
行
者
の
地
位
を
付
与
さ
れ
た
「
公
認
投
資
基
金
」
に
つ
い
て
、
限
定
列
挙
さ
れ
て

お
り
、
会
社
型
フ
ァ
ン
ド
の
扱
い
が
明
確
で
は
な
か
っ
た
が
、
新
日
英
租
税
条
約
で
は
、
「
投
資
基
金
」
は
議
定
書
で
明
確
化
さ
れ
て
い

フ
ァ
ン
ド
に
対
す
る
条
約
適
格
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
の
か
注
目
さ
れ
る

上
述
の
よ
う
に
、
投
資
フ
ァ
ン
ド
が
受
け
取
る
外
国
所
得
に
つ
い
て
源
泉
税
が
課
さ
れ
た
場
合
に
は
、
会
社
型
フ
ァ
ン
ド
、
契
約
型

一
定
限
度
の
調
整
に
留
ま
っ
て
い
る
。

R
E
I
T
が
海
外
資
産
に
投
資
す
る
こ
と

を
想
定
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
を
で
き
る
限
り
国
内
資
産
に
投
資
し
た
の
と
同
様
に
調
整
を
図
る
の
が
望
ま
し
い
。
国
内
法
で
、

段
階
で
調
整
し
き
れ
な
か
っ
た
外
国
税
に
つ
い
て
、
投
資
家
段
階
で
外
国
税
額
控
除
を
認
め
て
い
く
措
置
、
さ
ら
に
、
源
泉
地
国
の
課
税

フ
ァ
ン
ド
に
つ
い
て
、
租
税
条
約
の
適
用
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
措
置
の
導
入
が
望
ま
し
い
。
我
が
国
の
場
合
は
、

ペ
イ
・
ス
ル
ー
課
税
方
式
を
と
る
会
社
型
フ
ァ
ン
ド
に
つ
い
て
は
、
租
税
条
約
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
さ
れ
る
が

よ
っ
て
は
認
め
な
い
国
が
あ
る
の
で
、
そ
の
場
合
は
明
確
化
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
）
、
契
約
型
フ
ァ
ン
ド
に
つ
い
て
も
、
重
複
課
税

る
。
現
在
、
日
仏
租
税
条
約
の
改
訂
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
後
、

フ
ラ
ン
ス
は
S
I
I
C

条
約
第
一

0
条
）
。
し
た
が
っ
て
、

き
で
あ
る
。
我
が
国
の
租
税
条
約
上
は
、
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の
リ
ス
ク
を
で
き
る
だ
け
回
避
す
べ
き
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
六
七
七
）

R
E
I
T
税
制
を
検
討
す
る
う
え
で
、
投
資
家
が
直
接
的
に
不
動
産
に
投
資
す
る
場
合
と

R
E
I
T
と
い
う
ビ
ー
ク
ル
を
介
在
さ
せ
て

間
接
的
に
不
動
産
に
投
資
す
る
場
合
に
、
租
税
中
立
性
の
視
点
か
ら
両
者
を
で
き
る
限
り
同
列
に
扱
う
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
う
議
論
が

し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
ペ
イ
・
ス
ル
ー
課
税
方
式
を
と
る
ビ
ー
ク
ル
は
完
全
に
導
管
と
し
て
扱
わ
れ

ず
、
ビ
ー
ク
ル
自
体
を
一
旦
法
人
課
税
の
対
象
と
し
な
が
ら
も
、
早
期
配
当
要
件
に
よ
り
、
結
果
的
に
ビ
ー
ク
ル
段
階
の
課
税
を
導
管
的

に
扱
う
。

R
E
I
T
か
ら
投
資
家
へ
の
収
益
の
分
配
に
対
し
て
、
国
内
法
上
源
泉
課
税
が
行
わ
れ
る
が
、
（
恒
久
的
施
設
を
有
さ
な
い
）

非
居
住
者
・
外
国
法
人
に
対
し
て
は
、
租
税
条
約
に
よ
り
源
泉
地
国
課
税
を
軽
減
又
は
免
除
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
国
内
法
上
ほ
と
ん

ど
課
税
さ
れ
な
い
ビ
ー
ク
ル
に
対
し
て
ま
で
こ
の
よ
う
な
条
約
上
の
便
益
を
与
え
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
国
内
法
と
条
約
の
便
益
を
二
重
に

享
受
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
居
住
者
よ
り
も
非
居
住
者
を
課
税
上
有
利
に
扱
っ
て
し
ま
う
結
果
と
な
る
。
直
接
的
投
資
と
間
接
的

投
資
の
租
税
中
立
性
の
視
点
か
ら
問
題
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
扱
い
を
目
的
と
す
る
条
約
の
利
用
は
不
正
利
用
（
濫
用
）

(31) 

日
米
租
税
条
約
一

0
条
に
は
制
限
規
定
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。

(32)

（

33) 

最
初
に
制
限
規
定
導
入
の
議
論
が
行
わ
れ
た
の
は
、
米
国
と
ベ
ル
ギ
ー
の
租
税
条
約
議
定
書
の
改
訂
過
程
で
あ
っ
た
。
米
国
は
ベ
ル

ギ
ー
と
の
租
税
条
約
議
定
書
の
改
訂
に
お
い
て
、
多
く
の
多
国
籍
企
業
を
考
慮
し
て
配
当
所
得
の
軽
減
税
率
の
引
き
下
げ
の
導
入
に
あ
た

(34) 
り
、
国
内
税
法
上
ビ
ー
ク
ル
段
階
で
ペ
イ
・
ス
ル
ー
課
税
が
認
め
ら
れ
（
こ
れ
は
税
法
上
の
便
益
の
一
種
と
解
さ
れ
た
）
、
法
人
税
を
支

払
っ
て
い
な
い

R
I
C
や

R
E
I
T
の
よ
う
な
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
ま
で
、
条
約
の
軽
減
税
率
の
適
用
を
認
め
る
べ
き
か
ど
う
か
が
問
題
と

国
境
を
越
え
る

R
E
I
T
と
課
税

2

非
居
住
者
・
外
国
法
人
に
よ
る
J

ぶ
n
E
I
T
投
資

四
一
三

で
あ
る
と
し
て
、



関
法

(35) 

な
っ
た
。
つ
ま
り
、
国
内
税
法
上
、
ビ
ー
ク
ル
段
階
の
課
税
を
導
管
的
に
扱
わ
れ
る
米
国
の

R
I
C
及
び

R
E
I
T
に
投
資
す
る
外
国
株

主
が
、
そ
の
権
益
の
一

0
％
以
上
を
有
す
る
場
合
に
は
、
さ
ら
に
条
約
に
よ
り
軽
減
税
率
（
五
％
）
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
二
重

便
益
の
享
受
が
可
能
と
な
り
、
直
接
的
な
投
資
に
比
べ
有
利
な
扱
い
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
こ
れ
ら
に
は
条
約
上
の
便
益
を
制
限

(36) 

す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、

R
E
I
T
が
支
払
う
配
当
に
つ
い
て
は
、
直
接
的
な
不
動
産
投
資
に

く
ら
べ
て

R
E
I
T
を
介
在
さ
せ
た
不
動
産
投
資
の
方
が
、
所
得
が
コ
ン
バ
ー
ト
す
る
こ
と
に
よ
り
条
約
上
有
利
に
扱
わ
れ
、
両
者
間
の

租
税
中
立
性
が
損
な
わ
れ
る
。

R
E
I
T
の
所
得
源
泉
の
大
部
分
が
、
不
動
産
賃
貸
料
収
入
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
投
資
家

に
分
配
す
る
所
得
の
類
型
は
「
配
当
所
得
」
と
し
て
性
質
決
定
さ
れ
る
た
め
、
条
約
に
よ
る
配
当
軽
減
税
率
の
適
用
が
可
能
と
な
る
の
に

対
し
て
、
投
資
家
が
米
国
の
不
動
産
に
直
接
投
資
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
所
得
の
扱
い
は
、
粗
所
得
に
対
し
て
三

0
％
の
税
率
で
源
泉
徴

収
さ
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
純
所
得
に
対
し
て
国
内
税
法
で
規
定
す
る
累
進
税
率
が
適
用
さ
れ
る
か
で
あ
り
、
条
約
上
の
軽
減
税
率
の
適
用

(37) 

は
な
い
の
で
あ
る
。

上
述
し
た
よ
う
に
、
国
内
法
上
、
直
接
的
投
資
と
間
接
的
投
資
を
同
列
に
扱
う
た
め
に
、

R
I
C
や

R
E
I
T
に
ペ
イ
・
ス
ル
ー
課
税

を
認
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
が
支
払
う
配
当
に
つ
い
て
租
税
条
約
の
便
益
を
与
え
る
と
か
え
っ
て
両
者
の
中
立
性
が
損
な
わ
れ

用
）
で
あ
り
、

る
結
果
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
国
内
法
と
条
約
の
二
重
便
益
の
享
受
を
目
的
と
す
る
条
約
の
利
用
は
、
不
正
利
用
（
濫

(38) 

一
般
的
な
軽
減
税
率
の
適
用
の
み
に
制
限
す
ぺ
き
で
あ
る
と
い
う
提
案
が
行
わ
れ
た
。
最
終
的
に
は
、
米
白
租
税
条
約
議

定
書
の
改
訂
過
程
に
お
い
て
こ
の
提
案
は
先
送
り
さ
れ
た
も
の
の
、
米
独
租
税
条
約
改
訂
で
再
び
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
の
一

0
条
で

R
I

(39) 

C
及
ひ
R
E
I
T
に
対
す
る
制
限
規
定
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
当
該
規
定
で
は
、
通
常
の
親
子
間
配
当
に
は
五
％
の
軽
減
税
率

が
認
め
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、

R
I
C
及
び

R
E
I
T
が
支
払
う
配
当
は
、
親
子
間
配
当
の
要
件
を
満
た
し
て
い
た
と
し
て
も
五
％
で
は

第
五
六
巻
ニ
・
三
号

四
―
四

（
六
七
八
）



九
九
八
年
に
、

(40) 

一
五
％
の
軽
減
税
率
が
適
用
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
親
子
間
配
当
は
、
法
人
の
多
重
課
税
を
軽
減
す
る
意
味
で
五
％
に
軽
減
し
て
い

る
と
こ
ろ
、
親
子
間
の
要
件
を
満
た
す
R
I
C
及
び
R
E
I
T
は
、
法
人
税
を
ほ
と
ん
ど
支
払
っ
て
い
な
い
た
め
、
親
子
間
配
当
の
よ
う

(41) 

に
税
率
を
軽
減
す
る
必
要
性
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

R
E
I
T
の
よ
う
な
ビ
ー
ク
ル
を
介
さ
ず
、
投
資
家
が
直
接
不
動
産
に
投

資
し
た
場
合
は
、
当
該
不
動
産
所
得
は
不
動
産
所
在
地
国
の
国
内
法
で
課
税
さ
れ
、
そ
れ
が
米
国
の
場
合
は
、
三

0
％
で
課
税
さ
れ
る
の

に
対
し
て
、

四
一
五

（
六
七
九
）

R
E
I
T
を
介
し
て
投
資
家
が
不
動
産
に
投
資
し
た
場
合
に
、
不
動
産
所
得
が
配
当
所
得
に
コ
ン
バ
ー
ト
さ
れ
る
た
め
そ
れ

(42) 

に
軽
減
税
率
が
適
用
さ
れ
る
と
両
者
の
租
税
中
立
性
か
ら
問
題
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
理
由
か
ら
、

R
E
I
T
配
当
は
、
そ
の
持
分
の
一

0
％
未
満
を
保
有
す
る
個
人
に
支
払
わ
れ
た
場
合
に
の
み
一
五
％
の
軽
減
税
率
が
適
用
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
場
合
は
国
内
法
の
税
率
（
三

(
K
a
p
i
t
a
l
a
n
l
a
g
e
g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
)

に
も
、
米
独
租
税
条
約
で
は
そ
の
配
当
に
つ
い
て
五
％
で
は
な
く
、

(43)

（

44) 

一
五
％
の
軽
減
税
率
の
適
用
の
み
を
認
め
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、

R
I
C
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

K
a
p
i
t
a
l
a
n
l
a
g
e
g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
は
不
動
産
に
投
資
を
認
め
ら
れ
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

独
租
税
条
約
で
は
そ
の
適
用
が
排
除
さ
れ
て
い
る
。
米
国
が
そ
の
後
締
結
し
た
米
蘭
租
税
条
約
で
は
、
証
券
の
み
な
ら
ず
不
動
産
投
資
も

(45) 

認
め
ら
れ
る
オ
ラ
ン
ダ
の
会
社
型
フ
ァ
ン
ド
で
あ
る

B
e
l
e
g
g
i
n
g
s
i
n
s
t
e
l
l
i
n
g

(
以
下
B

I
と
い
う
）
は
、
米
国
R
I
C
及
び
R
E
I
T

と
同
様
に
、
制
限
規
定
が
適
用
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
米
仏
租
税
条
約
一

0
条
で
は
、

R
E
I
T
と
同
様
の
扱
い
で
は
な
く
、
米

フ
ラ
ン
ス
の
オ
ー
プ
ン
・
エ
ン
ド
の
会
社
型
フ
ァ

ン
ド
で
あ
る
S
I
C
A
V
に
つ
い
て
、
米
独
租
税
条
約
と
同
様
に
親
子
間
配
当
の
制
限
規
定
を
導
入
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
後
一

フ
ラ
ン
ス
で
は
米
国
R
E
I
T
類
似
の
制
度
と
し
て
、

書
の
改
訂
で

R
E
I
T
に
対
す
る
制
限
規
定
が
厳
格
化
さ
れ
た
が
、

国
境
を
越
え
る

R
E
I
T
と
課
税

同
様
に
ド
イ
ツ
の
フ
ァ
ン
ド

0
%）
が
適
用
さ
れ
る
。

な
く
、

S
I
I
C
が
導
入
さ
れ
、
二

0
0
四
年
の
米
仏
租
税
条
約
の
議
定

S
I
I
C
に
は
当
該
制
限
規
定
が
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
触
れ
ら



投
資
信
託
法
の
改
正
で
、

そ
の
場
合
に
、
非
居
住
者
の
投
資
家
へ
の
分
配
に
つ
い
て
、
租
税
条
約
が
ど
の
よ
う
に
適
用
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
現
在
議
論
に
な
っ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
す
で
に
二

0
0
六
年
米
独
租
税
条
約
の
議
定
書
の
改
訂
で
は
、

そ
の
後
、
米
国
は
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
と
の
租
税
条
約
改
訂
に
お
い
て
も
、
財
務
省
が
不
動
産
に
対
す
る
直
接
的
投
資
と
の
均
衡
か
ら
R

E
I
T
に
対
す
る
条
約
便
益
を
一
切
認
め
な
い
と
す
る
議
論
を
展
開
し
た
が
、

同
列
に
扱
う
べ
き
で
、
非
居
住
者
か
ら
の
投
資
促
進
の
た
め
に
は

R
E
I
T
に
の
み
制
限
規
定
を
適
用
す
べ
き
で
な
い
と
す
る
R
E
I
T

業
界
の
団
体
で
あ
る
N
A
R
E
I
T

(46)
（

47) 

務
省
は
譲
歩
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
最
終
的
に
は
、

T
権
益
が
広
範
に
保
有
さ
れ
る
と
と
も
に
分
散
化
さ
れ
て
い
る
R
E
I
T
配
当
に
の
み
軽
減
税
率
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
、
そ
の
後
の
租
税
条
約
（
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
、

我
が
国
で
も
投
資
法
人
、

て
い
る
。

ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
会
社
型
フ
ァ
ン
ド
が
導
入
さ
れ
て
お
り
、
現
在
R
E
I
T
の
導
入
も
検
討
さ
れ
て
い
る
。

ド
イ
ツ
の
投
資
株
式
会
社
に
対
す
る
親
子
間

一
般
的
な
株
式
へ
の
投
資
と

R
E
I
T
株
式
へ
の
投
資
を

(National Association of Real Estate Investment Trust) 

配
当
の
制
限
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

れ
て
い
な
い
。

関
法
第
五
六
巻
ニ
・
三
号

に
よ
る
反
対
意
見
に
よ
り
、
財

R
E
I
T
配
当
の
軽
減
税
率
適
用
の
要
件
を
厳
格
化
す
る
こ
と
を
提
案
し
、

ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
イ
タ
リ
ア
、
英
国
、
日
本
等
）

R
E
I
 

に
そ
の
要
件
を
導
入
し

S
P
C
の
よ
う
な
ペ
イ
・
ス
ル
ー
型
ビ
ー
ク
ル
が
導
入
さ
れ
、
日
米
租
税
条
約
以
外
に
も
、
そ
れ
ら
の
ビ
ー

(48) 

ク
ル
に
対
す
る
制
限
規
定
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
各
国
で
さ
ま
ざ
ま
な
R
E
I
T
制
度
が
導
入
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
我
が
国
で
は
、
非
居
住
者
か
ら
の
投
資
を
想
定
し
た
税
法
上
の
取
り
組
み
は
か
な
ら
ず
し
も
十
分
と
は
い
え
な
い
。

R
E
I
T

導
入
を
検
討
す
る
ド
イ
ツ
で
は
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
関
心
が
高
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
ド
イ
ツ
の

四
一
六

（
六
八

O
)



ー 紹
介
し
、

よ
う
な
提
案
が
行
わ
れ
る
ま
で
、

R
E
I
T
 

第
一
節

G
i
R
E
I
T
導
入
議
論
の
背
景

（
以
下
G
I
R
E
I
T
と
い
う
）
提
案
に
つ
い
て
み
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

第
二
章

さ
れ
る
ス
キ
ー
ム
に
は
、

ン
ド
型
不
動
産
フ
ァ
ン
ド

G
I
R
E
I
T
提
案
が
行
わ
れ
た
背
景
と
そ
の
議
論
を
考
察
す
る
。

オ
ー
プ
ン
・
エ
ン
ド
型
不
動
産
フ
ァ
ン
ド

ド
イ
ツ
で
は
、
集
団
的
ス
キ
ー
ム
に
よ
る
不
動
産
投
資
に
は
、

国
境
を
越
え
る

R
E
I
T
と
課
税

(
O
f
f
e
n
e
 I
m
m
o
b
i
l
i
e
n
f
o
n
d
s
)
、

四
一
七

（
六
八
一
）

一
九
九
八
年
に
導
入
さ
れ
た
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
エ
ン
ド
会
社
型
フ
ァ
ン
ド
を

英
国
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
、

部
組
合

(
I
n
n
e
n
g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
ften)
、

投
資
を
行
う
ド
イ
ツ
の
事
業
形
態
と
し
て
は
、
人
的
会
社

(
P
e
r
s
o
n
e
n
g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
 ten)
、
物
的
会
社

(
K
a
pitalgesellschaf ten)
、
内

(49) 

(
F
o
n
d
s
)

等
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
不
動
産
へ
の
間
接
的
投
資
に
一
般
的
に
利
用

ク
ロ
ー
ズ
ド
・
エ
ン
ド
と
オ
ー
プ
ン
・
エ
ン
ド
の
不
動
産
フ
ァ
ン
ド
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

ロ
ー
ズ
ド
・
エ
ン
ド
不
動
産
フ
ァ
ン
ド
は
、
各
国
で
導
入
さ
れ
て
い
る
い
わ
ゆ
る

R
E
I
T
ス
キ
ー
ム
に
比
べ
、
著
し
く
流
動
性
に
欠
け

(50) 

た
も
の
で
あ
っ
た
。
本
節
で
は
、
ま
ず
ド
イ
ツ
で
従
来
不
動
産
投
資
に
利
用
さ
れ
て
き
た
集
団
的
投
資
ス
キ
ー
ム
で
あ
る
オ
ー
プ
ン
・
エ

オ
ー
プ
ン
・
エ
ン
ド
の
契
約
型
投
資
フ
ァ
ン
ド
が
利
用
さ
れ
て
き
た
。

フ
ァ
ン
ド

ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、

G
I
R
E
I
T
構
想
が
議
論
さ
れ
、

に
わ
か
に
脚
光
を
浴
び
始
め
た
。
そ
の

ド
イ
ツ
で
は
ど
の
よ
う
な
ビ
ー
ク
ル
を
用
い
て
不
動
産
投
資
が
行
わ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
不
動
産

ド
イ
ツ
に
お
け
る
不
動
産
投
資
フ
ァ
ン
ド
課
税
の
新
た
な
動
向

ド
イ
ツ
の
ク



当
該
フ
ァ
ン
ド
は
、
投
資
会
社

(Kapitalanlagegesellschaftぶ
以
下
K
A
G
と
い
う
）

社
法

(Gesetz
i.iber 
Kapitalanlagegesellachaften, 以
下
K
A
G
G
と
い
う
）

(51) 

五
三
年
に
遡
る
が
、
紆
余
曲
折
を
経
て
一
九
五
七
年
に
制
定
さ
れ
た
。
当
時
の
投
資
対
象
は
有
価
証
券
の
み
で
あ
り
、
不
動
産
が
投
資
対

(52) 

一
九
六
九
年
改
正
時
で
あ
っ
た
。
現
在
は
、
有
価
証
券
、

M
M
F
、
出
資
、
不
動
産
等
と
投
資
対
象
が
拡
大
さ

れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
銀
行
は
、
そ
も
そ
も
投
資
信
託
業
務
を
行
っ
て
い
た
が
、
こ
の
よ
う
な
ス
キ
ー
ム
が
導
入
さ
れ
た
の
は
、
利
益
相

(53) 

反
行
為
を
危
惧
し
た
投
資
家
保
護
の
観
点
か
ら
で
あ
っ
た
。

当
該
フ
ァ
ン
ド
の
法
的
構
造
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

特
別
財
産

(
S
o
n
d
e
r
v
e
r
m
o
g
e
n
)

(54) 

フ
ァ
ン
ド
を
構
成
す
る
投
資
会
社

(
K
A
G
)
、
受
託
銀
行

(Depotbank)
、

(55) 

に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
見
て
み
よ
う
。

K
A
G
と
は
、
自
己
の
名
に
お
い
て
、
か
つ
持
分
所
有
者
の
共
同
計
算
で
、
リ
ス
ク
分
散
原
則
に
従
い
、
固
有
財
産
か
ら
分
別
し
て
、

払
込
金
を
資
産
に
投
資
し
、
投
資
家
に
持
分
証
券
を
発
行
す
る
資
本
会
社
を
い
う

(
K
A
G
G
第
一
条
第
一
項
、
第
二
項
）
。
持
分
証
券

の
発
行
と
引
換
え
に
K
A
G
に
払
い
込
ま
れ
た
金
銭
及
び
こ
れ
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
目
的
物
は
、
特
別
財
産
を
構
成
し

六
条
一
項
）
、
そ
の
管
理
は
受
託
銀
行
が
行
う
。

K
A
G
は
一
般
財
産
と
特
別
財
産
を
峻
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
目
的
物
を
自
己

の
名
に
お
い
て
処
分
し
、
そ
の
目
的
物
か
ら
の
権
利
を
行
使
す
る
権
限
を
有
す
る

我
が
国
の
投
資
信
託
委
託
会
社
、
受
託
銀
行
は
、
我
が
国
に
お
け
る
信
託
銀
行
に
近
い
。

特
別
財
産
と
は
、

K
A
G
G
に
よ
れ
ば
、

K
A
G
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
一
単
位
の
財
産
総
体
を
い
う
。
特
別
財
産
を
構
成
す
る
目
的

(56) 

物
の
帰
属
に
つ
い
て
は
、
約
款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
が
、

K
A
G
の
所
有
又
は
持
分
所
有
者
の
共
有
に
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

(
K
A
G
G
第
六
条
第
一
項
）
。
た
だ
し
、
不
動
産
特
別
財
産
に
つ
い
て
は
、

象
に
加
え
ら
れ
た
の
は
、

関
法
第
五
六
巻
ニ
・
三
号

K
A
G
の
所
有
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
K
A
G
G
第
三

(
K
A
G
G
第
九
条
第
一
項
）
。
な
お
、

K
A
G
は、

(
K
A
G
G
第

の
規
制
を
う
け
る
。

K
A
G
G
の
立
法
作
業
は
一
九

に
よ
る
汎
用
性
の
あ
る
フ
ァ
ン
ド
で
、
投
資
会

四
一
八

（
六
八
二
）



ら
な
い

る

(
K
A
G
G
第
六
条
二
項
）
。

四
一
九

（
六
八
三
）

一
定
の
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
受

0
条
）
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

K
A
G
が
特
別
財
産
に
属
す
る
権
利
に
基
づ
い
て
取
得
し
た
も
の
、

K
A
G
が
特
別
財
産
に
関
す
る
法
律
行

為
に
よ
っ
て
取
得
し
た
も
の
及
び
特
別
財
産
の
帰
属
者
が
特
別
財
産
に
属
す
る
権
利
の
補
償
と
し
て
取
得
し
た
も
の
は
特
別
財
産
に
属
す

K
A
G
を
媒
介
と
す
る
投
資
ス
キ
ー
ム
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
も
の
が
受
託
銀
行
で
あ
る
。

K
A
G
は
、
特
別
財
産
の
保
管

な
ら
び
に
持
分
証
券
の
発
行
及
び
償
還
を
受
託
銀
行
に
委
託
す
る
必
要
が
あ
り

(
K
A
G
G
第
―
二
条
第
一
項
）
、
受
託
銀
行
は
、
特
別

財
産
に
属
す
る
目
的
物
を
保
管
し
、
持
分
証
券
の
発
行
代
金
お
よ
び
目
的
物
の
売
却
代
金
を
特
別
財
産
の
口
座
に
振
り
込
ま
な
け
れ
ば
な

(
K
A
G
G
第
―
二
条
第
三
項
）
。
受
託
銀
行
は

K
A
G
の
指
図
に
基
づ
き
、
こ
の
閉
鎖
金
庫
又
は
口
座
か
ら
購
入
代
金
の
支
払
、

売
却
証
券
の
引
渡
し
、
収
益
の
分
配
等
を
行
う

(
K
A
G
G
第
―
二
条
第
四
項
）
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
受
託
銀
行
は
こ
の
よ

う
な
受
動
的
役
割
の
み
を
果
た
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
持
分
所
有
者
の
利
益
保
護
の
た
め
、

託
銀
行
は
、

K
A
G
又
は
受
託
銀
行
に
対
す
る
持
分
所
有
者
の
請
求
権
を
、
自
己
の
名
に
お
い
て
行
使
し
、
持
分
財
産
に
対
す
る
強
制
執

行
に
対
し
て
異
議
の
訴
を
提
起
す
る
権
限
が
あ
り
、
そ
れ
は
受
託
銀
行
の
義
務
で
も
あ
る

第
一
項
）
。

国
境
を
越
え
る

R
E
I
T
と
課
税

(
K
A
G
G
第
―
二
条
第
八
項
）
。

K
A
G
の

特
別
財
産
管
理
権
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
受
託
銀
行
が
こ
の
権
限
を
承
継
し
、
特
別
財
産
の
清
算
、
分
配
を
行
う

(
K
A
G
G
第
一
四
条

(57) 

受
託
銀
行
の
介
在
す
る
こ
の
よ
う
な
ス
キ
ー
ム
を
ど
の
よ
う
に
法
律
構
成
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
受
託
者
の
権
限
は
二
分
さ
れ
、

法
律
的
監
督
権
限
が
K
A
G
に
帰
属
す
る
の
に
対
し
、
事
実
上
の
監
督
権
限
及
び
執
行
法
上
の
執
行
権
限
は
受
託
銀
行
に
帰
属
す
る
も
の

(58) 

と
解
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
投
資
対
象
を
特
別
財
産
と
し
て

K
A
G
の
一
般
財
産
と
分
別
し
つ
つ
も
、
こ
れ
を
必
ず
し
も
K
A
G

の
信
託
的
所
有
形
態
と
せ
ず
、
投
資
家
の
共
有
形
態
と
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、
投
資
家
と

K
A
G
の
法
律
関
係
を
い
わ
ゆ



別
財
産
の
持
分
証
券
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

る
英
米
法
の
信
託

(
T
r
u
s
t
)

と
同
じ
よ
う
に
構
成
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

有
の
文
言
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
受
託
銀
行
の
存
在
を
除
け
ば
、
投
資
会
社
と
持
分
所
有
者
と
の
関
係
は
、
受
託
者
と
委
託
者

(59) 

兼
受
益
者
と
し
て
、
信
託
的
構
成
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
。

K
A
G
G
の
制
定
経
緯
や
税
法
条
文
等
を
み
る
と
、
そ

一
九
五
五
年
投
資
会
社
法
法
案
第
二
条
第
一
項
は
、
「
投
資
財
産
は
、
受
託
者

(
T
r
e
u
h
a
n
d
e
r
)

社
に
よ
っ
て
、
委
託
者

(
T
r
e
u
g
e
b
e
r
)

財
産

(
T
r
e
u
g
u
t
)

と
し
て
の
持
分
証
券
の
所
有
者
の
た
め
、
信
託
的
に

(
t
r
e
u
h
a
n
d
e
r
i
s
c
h
)

管
理
さ
れ
る
信
託

で
あ
る
」
と
規
定
し
て
い
た
が
、
立
法
過
程
に
お
い
て
、
当
初
予
定
し
て
い
た
投
資
財
産
の

K
A
G
に
よ
る
信
託
的

所
有
形
態
の
ほ
か
に
持
分
所
有
者
に
よ
る
共
有
形
態
も
K
A
G
G
に
含
め
る
こ
と
と
な
り
、
「
信
託
財
産
」
を
「
特
別
財
産
」
に
変
更
し
、

の
用
語
を
そ
れ
ぞ
れ
削
除
し
た
と
さ
れ
て
い
紅
。
さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
税
法
条
文
に
信
託

「
受
託
者
」
、
「
委
託
者
」
、
「
信
託
的
に
」

(
T
r
e
u
h
a
n
d
)
 
と
い
う
文
言
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
米
独
租
税
条
約
一

0
条
に
よ
る
と
、

K
A
G
に
対
す
る
英
文
訳
は

i
n
v
e
s
t
m
e
n
t

trust
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
持
分
所
有
者
の
利
益
保
護
に
重
点
を
お
い
た
ド
イ
ツ
型
信
託
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

は
、
発
行
代
金
の
払
込
と
引
換
え
に
持
分
証
券
の
交
付
を
受
け
る
。

K
A
G
を
媒
介
と
す
る
投
資
を
意
図
す
る
投
資
家
（
持
分
所
有
者
）

小
口
の
投
資
家
が
払
い
込
ん
だ
金
銭
は
、
特
別
財
産
を
構
成
し
、
持
分
証
券
は
所
有
者
の

K
A
G
に
対
す
る
請
求
権
を
表
章
す
る

G

G
第
一
八
条
第
一
項
）
。

―
つ
の
特
別
財
産
の
た
め
に
、
他
の
特

K
A
G
G
に
は
、
信
託
法
固

と
し
て
の
会

持
分
所
有
者
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
、
特
別
財
産
に
対
す
る
K
A
G
の
権
限
の
制
限
が
示
さ
れ
て
い
る
。

K
A
G
は
、
特
別
財
産

に
属
す
る
債
権
を
も
っ
て
、
会
社
の
固
有
債
務
と
相
殺
で
き
ず

(
K
A
G
G
第
九
条
第
四
項
）
、

等
を
設
定
す
る
こ
と
や
特
別
財
産
を
譲
渡
担
保
に
提
供
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
。

(
K
A
G
G
第
九
条
第
二
項
）
。
不
動
産
特
別
財
産
に

の
見
解
が
理
解
で
き
る
。

関
法
第
五
六
巻
二
•
三
号

(
K
A
G
G
第
八
条
第
六
項
）
。
特
別
財
産
に
属
す
る
有
価
証
券
に
対
し
て
、
質
権

四
二

O

（
六
八
四
）

(
K
A
 



株
式
会
社
及
び
有
限
責
任
会
社
の
形
態
を
と
り
、

関
す
る
処
分
に
つ
い
て
は
、
受
託
銀
行
の
同
意
を
欠
い
た
場
合
、
持
分
所
有
者
に
対
し
て
無
効
と
な
る

(
K
A
G
G
第
九
条
第
一
項
）
。
持
分
所
有
者
の
利
益
を
保
護
す
る
た

(61) 

め
に
、
特
別
財
産
の
た
め
に
取
得
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
目
的
物
の
種
類
及
び
割
合
に
関
す
る
規
定
並
び
に
連
邦
金
融
監
督
庁
の
業
務
監

(62) 

督
、
約
款
認
可
に
関
す
る
規
定
等
が
あ
る
。

ド
イ
ツ
の
オ
ー
プ
ン
・
エ
ン
ド
型
不
動
産
フ
ァ
ン
ド
は
、
公
募
型
不
動
産
フ
ァ
ン
ド

(63) 

(Immobilien ,
 
S
p
e
z
i
a
l
f
o
n
d
s
)
に
分
か
れ
、
K
A
G
G
第
二
七
a
条
以
下
の
規
制
を
受
け
る
。
当
該
フ
ァ
ン
ド
は
、
取

得
時
に
特
別
財
産
価
額
の
一
五
％
を
超
え
て
個
別
不
動
産
へ
の
投
資
は
で
き
ず
、
特
別
財
産
価
額
の
一

0
％
を
超
え
る
個
別
不
動
産
価
額

(
K
A
G
G
第
二
八
条
）
。
な
お
、
特
別
財
産
の
価
額
の
計
算
上
、
貸
付

金
は
控
除
さ
れ
な
い
。
開
発
中
の
不
動
産
等
に
対
す
る
投
資
は
資
産
総
額
の
二

0
％
ま
で
で
あ
る
。
当
該
フ
ァ
ン
ド
は
、
不
動
産
の
入
れ

替
え
を
自
由
に
で
き
な
い
。
当
該
フ
ァ
ン
ド
の
持
分
証
券
の
現
金
化
は
、
債
権
譲
渡
か
買
取
請
求
の
い
ず
れ
か
で
あ
り
、
特
別
財
産
の
う

ち
少
な
く
と
も
五
％
は
買
取
請
求
に
備
え
て
、
流
動
資
産
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
多
く
の
買
取
請
求
に
対
し
て
は
、

し
を
中
断
で
き
る
よ
う
に
防
止
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
。
不
動
産
の
評
価
は
、
三
人
以
上
の
専
門
委
員
か
ら
な
る
専
門
家
委
員
会

(Sach verstandigena u
s
s
c
h
u
s
s
)
が
設
置
さ
れ
て
行
わ
れ
る
。

国
内
オ
ー
プ
ン
・
エ
ン
ド
不
動
産
投
資
フ
ァ
ン
ド

国
境
を
越
え
る

R
E
I
T
と
課
税

(Offene Immobilienfonds) 

の
合
計
額
は
特
別
財
産
価
額
の
五

0
％
を
超
え
て
は
な
ら
な
い

特
別
フ
ァ
ン
ド

そ
の
ほ
か
、

K
A
G
の
権
限
は
、
約
款
に
よ
っ
て
も
制
限
さ
れ
る

四

（
六
八
五
）

一
時
的
に
買
戻

(
K
A
G
G
第
三
一
条
第
二
項
）
。

(Publikum-Immobilienfonds) 

に
対
す
る
課
税
は
、
K
A
G
G
第
四
四
条
な
い
し

(65) 

五
0
条
、
二

0
0
三
年
投
資
税
法
(
I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
t
e
u
e
r
g
e
s
e
t
z
,
以
下
I
n
v
S
t
G
と
い
う
）
が
適
用
さ
れ
る
。
K
A
G
は
、

一
般
財
産
に
つ
い
て
は
、
法
人
税
及
び
営
業
税
の
納
税
義
務
に
服
す
る
。

分
離
さ
れ
た
特
別
財
産
に
対
し
て
、
税
法
上
フ
ァ
ン
ド
段
階
で
は
法
人
税
、
営
業
税
及
び
財
産
税
は
課
税
さ
れ
な
い

と
不
動
産

一
般
財
産
と

(
I
n
v
S
t
G
第
一
―

几
又

9
こ
ま

一
舟

B
iし



2
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
エ
ン
ド
会
社
型
フ
ァ
ン
ド

フ
ァ
ン
ド
内
部
に
留
保
す
る
か
又
は
投
資
家
に
分
配
さ
れ
る
。

条
一
項
）
。

つ
ま
り
、

フ
ァ
ン
ド
か
ら
の
収
益
の
分
配
は
投
資
家
段
階
で
の
み
課
税
さ
れ
る
。

四
ニ
ニ

フ
ァ
ン
ド
は
、
完
全
な
導
管
で
な
く
、

定
の
範
囲
で
導
管
的
に
扱
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
個
人
投
資
家
に
対
す
る
分
配
は
、
資
本
財
産
所
得
と
し
て
課
税
さ
れ
る
。
投
資
家
へ
の
分

不
動
産
特
別
財
産
か
ら
は
、
不
動
産
賃
貸
料
収
入
と
流
動
性
資
産
か
ら
の
利
子
、
配
当
収
入
、
不
動
産
及
び
流
動
性
資
産
の
キ
ャ
ピ
タ

ル
・
ゲ
イ
ン
が
あ
る
。
そ
う
し
た
不
動
産
フ
ァ
ン
ド
か
ら
の
収
益
か
ら
管
理
費
、
借
入
金
利
息
、
減
価
償
却
費
を
差
し
引
い
た
差
額
は
、

特
別
財
産
を
構
成
す
る
土
地
及
び
そ
の
他
財
産
か
ら
の
収
益
は
、
透
明
性
原
則

(
Tr
a
n
s
p
a
r
e
n
z
p
r
i
n
z
i
 p)

が
適
用
さ
れ
る
が
、
多
く

の
例
外
が
あ
る
。

K
A
G
が
投
資
税
法
五
条
一
項
の
公
告
義
務
を
履
行
し
た
場
合
は
、

ン
ド
に
内
部
留
保
さ
れ
た
収
益
も
含
め
て
、
統
一
的
に
資
本
財
産
所
得
と
し
て
課
税
さ
れ
、
そ
の
う
ち
、
外
国
不
動
産
か
ら
の
収
益
、
個

人
財
産
相
当
部
分
、
有
価
証
券
及
び
不
動
産
の
長
期
譲
渡
部
分
は
非
課
税
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
短
期
譲
渡
所
得
（
二
年
未
満
）
を
含
む
投

資
家
へ
の
収
益
の
分
配
に
つ
い
て
は
、
分
配
時
に
資
本
収
益
税
が
徴
収
さ
れ
る
が
、
投
資
家
段
階
で
税
額
控
除
さ
れ
る
。

一
年
以
内
の
フ
ァ
ン
ド
持
分
の
譲
渡
は
、
投
機
行
為
と
し
て
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
に
課
税
さ
れ
る
。

で
あ
る
場
合
は
、
不
動
産
フ
ァ
ン
ド
の
持
分
者
が
ど
の
よ
う
な
属
性
を
有
す
る
か
に
よ
っ
て
所
得
の
種
類
が
決
ま
る
。

一
九
九
八
年
ド
イ
ツ
は
、
第
三
次
金
融
市
場
促
進
法

(
D
a
s
D
r
i
t
t
e
 F
i
n
a
n
z
m
a
r
k
t
f
o
r
d
e
r
u
n
g
s
g
e
s
e
t
z
)
 

型
投
資
フ
ァ
ン
ド
、
「
投
資
株
式
会
社

(
I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
a
k
t
i
e
n
g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
)
」
を
導
入
し
た
。
し
か
し
、
会
社
型
投
資
フ
ァ
ン
ド
法
制
の

配
に
つ
い
て
は
、
資
本
収
益
税
が
源
泉
徴
収
さ
れ
る
。

関
法
第
五
六
巻
ニ
・
三
号

フ
ァ
ン
ド
持
分
を
有
す
る
投
資
家
の
段
階
で
フ
ァ

フ
ァ
ン
ド
持
分
が
事
業
用
資
産

こ
よ
り
、

.~—~—— 

（
六
八
六
）

い
わ
ゆ
る
会
社



（
六
八
七
）

整
備
に
あ
た
り
、
ド
イ
ツ
は
オ
ー
プ
ン
型
不
動
産
フ
ァ
ン
ド
の
よ
う
に

K
A
G
G
上
、
税
法
上
の
特
別
措
置
を
制
定
し
て
い
な
か
っ
た
。

(66) 

税
法
上
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
認
め
な
い
こ
の
会
社
型
の
導
入
は
「
立
法
上
の
失
敗
」
と
ま
で
い
わ
れ
た
。
ド
イ
ツ
で
投
資
株
式
会
社
が

当
初
全
く
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
我
が
国
の
証
券
投
資
法
人
の
経
験
と
重
な
る
。
こ
の
会
社
型
は
、
名
称
こ
そ
「
証
券
」
を
冠
し

て
い
な
い
が
、
現
行
法
上
は
リ
ス
ク
分
散
原
則
に
従
い
、
専
ら
有
価
証
券
及
び
出
資
を
対
象
と
す
る
自
己
資
金
の
投
資
と
運
用
（
匿
名
組

合
員
と
し
て
の
投
資
と
運
用
を
含
む
）

で
あ
り
、
こ
れ
に
出
資
者
が
参
加
す
る
と
い
う
ス
キ
ー
ム
で
あ
る

(
K
A
G
G
第
五
一
条
第
三

一
九
九
八
年
に
、
「
投
資
株
式
会
社
」
が
登
場
し
た
時
点
で
、
こ
れ
に
即
座
に
反
応
し
、
「
R
E
I
T
前
身
と
し
て
の
土
地
投
資
株
式
会

(67) 

社
」
を
提
示
し
た
論
者
が
あ
る
。
土
地
投
資
株
式
会
社
提
案
に
よ
れ
ば
、
投
資
株
式
会
社
の
具
体
化
の
一
っ
と
し
て
、
不
動
産
投
資
フ
ァ

（図
1
)
。

二
0
0
三
年
投
資
税
法
に
よ
り
、
国
内
特
別
財
産
に
対
す
る
法
人
税
及
び
営
業
税
を
免
税
と
す
る
措
置
が
、
投
資
株
式
会
社
に
も
適
用

(
l
n
v
S
t
G
第
―
一
条
）
。
そ
れ
以
後
若
干
の
利
用
例
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
有
価
証
券
等
を
主
た
る
対
象

と
す
る
投
資
株
式
会
社
は
、
自
己
の
事
業
活
動
に
必
要
な
自
用
地
の
取
得
は
許
さ
れ
て
い
る
が

(
K
A
G
G
第
五
九
条
）
、
不
動
産
投
資

を
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な
い
た
め
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
会
社
型
不
動
産
投
資
フ
ァ
ン
ド
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
制
度
を
改

(68) 

善
し
て
、
会
社
型
不
動
産
投
資
フ
ァ
ン
ド
と
し
て
具
体
化
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
も
あ
る
が
、
こ
う
し
た
投
資
株
式
会
社
を
ベ
ー
ス

と
す
る
不
動
産
投
資
フ
ァ
ン
ド
の
構
成
と
現
在
検
討
中
の

G
_
R
E
I
T
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
G

ー

R
E
I
T
構
想
が
一
向
に
進
捗

し
な
い
現
状
を
打
開
す
る
解
決
策
と
し
て
投
資
株
式
会
社
の
ビ
ー
ク
ル
を
活
用
す
べ
き
だ
と
い
う
議
論
も
根
強
く
残
っ
て
い
る
。

G
I
R

E
I
T
の
導
入
が
今
後
も
進
捗
し
な
け
れ
ば
、
投
資
株
式
会
社
の
修
正
に
よ
る
具
体
化
が
検
討
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
も
し
そ
う
で

国
境
を
越
え
る

R
E
I
T
と
課
税

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

ン
ド
を
位
置
づ
け
る

項）。

四
二
三



図 1 土地投資会社提案の関係図 (ArnoVath, S. 223より）
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関
法
第
五
六
巻
ニ
・
三
号

ド
イ
ツ
で
は
、

オ
ー
プ
ン
・
エ
ン
ド
不
動
産
フ
ァ
ン
ド
等
の
よ
う
な

論
を
中
心
に
紹
介
し
た
い
。

本
節
で
は
、

受
け
て
、
社
会
民
主
党

(
S
P
D
)

0
五
年
二
月
二
日
に
ド
イ
ッ
不
動
産
投
資
株
式
会
社

(
G
I
R
E
I
T
)

(69) 

導
入
勧
告
の
最
終
報
告
書
を
公
表
し
た
。

sterium der Finanzen)
は
そ
の
直
前
に
I
F
D
と
の
議
論
に
よ
り
、

ド
イ
ツ
に
お
け
る
R
E
I
T
導
入
の
基
本
的
準
備
段
階
に
は
い
る
こ
と

を
公
表
し
、
立
法
手
続
を
二

0
0
六
年
一
月
一
日
ま
で
に
完
了
す
る
予

(70) 

定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
二

0
0
五
年
九
月
の
選
挙
の
結
果
を

で
な
い
こ
と
が
影
響
し
、
現
時
点
で
は
ま
だ
導
入
は
実
現
し
て
い
な
い
。

I
F
D
 

で
あ
ろ
う
。

あ
れ
ば
、

(Initiative 
Finanzstandort Deutschland) 

I
F
D
の
G
_
R
E
I
T
提
案
の
概
要
と
現
在
ま
で
の
議

第
二
節

が
G
I
R
E
I
T
導
入
に
積
極
的

ド
イ
ツ
の
今
後
の
動
き
は
、 四

二
四

B
M
F
 

G
I
R
E
I
T
提
案

（
六
八
八
）

(Bundesmini-

は
ヽ

ニ
O

G
I
R
E
I
T
の
積
極
的
推
進

か
不
動
産
投
資
株
式
会
社
の
追
加
提
案
か
と
い
う
選
択
を
せ
ま
ら
れ
る



従
来
の
投
資
ス
キ
ー
ム
が
あ
り
な
が
ら
、
な
ぜ
新
た
に

G
I
R
E
I
T
の
導
入
が
提
案
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
、
不
動
産
市

場
に
お
い
て
、
資
本
市
場
を
確
立
し
、
そ
こ
で
資
金
調
達
す
る
こ
と
が
従
来
よ
り
も
重
要
に
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の

(71) 

影
響
も
大
き
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
環
境
の
変
化
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
応
す
る
た
め
に
、
現
行
不
動
産
投
資
フ
ァ
ン
ド
に
加
え
て
、
個
人

投
資
家
も
容
易
に
ア
ク
セ
ス
で
き
、
国
際
的
に
成
功
を
遂
げ
て
い
る
投
資
形
態
と
し
て

G
I
R
E
I
T
の
導
入
が
提
案
さ
れ
た
。
そ
の
背

景
に
は
、
既
に

R
E
I
T
制
度
を
導
入
し
た
米
国
、

四
二
五

（
六
八
九
）

フ
ラ
ン
ス
、
日
本
を
含
む
国
々
が
一
応
の
成
功
を
収
め
て
い
る
こ
と
、
欧
州
に
お
け

る
競
争
力
を
強
化
し
た
い
こ
と
、

G
I
R
E
I
T
を
媒
介
と
し
た
外
国
人
投
資
家
に
よ
る
ド
イ
ツ
不
動
産
へ
の
投
資
を
増
大
さ
せ
た
い
こ

上
述
の
オ
ー
プ
ン
・
エ
ン
ド
型
不
動
産
フ
ァ
ン
ド
は
、
持
分
証
券
の
現
金
化
は
、
債
権
譲
渡
か
買
取
請
求
の
い
ず
れ
か
で
あ
り
、
運
用

対
象
が
不
動
産
の
た
め
、
そ
の
評
価
を
担
当
す
る
専
門
家
委
員
会
の
設
置
が
必
要
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
従
来
の
ス
キ
ー
ム
は
法
的
規
制

が
多
く
、
上
場
を
前
提
と
し
た
R
E
I
T
の
よ
う
な
ス
キ
ー
ム
に
比
べ
、
外
国
人
投
資
家
の
ア
ク
セ
ス
も
容
易
で
な
い
た
め
、
流
動
性
に

欠
け
る
。
そ
れ
ら
の
欠
点
を
克
服
し
、
税
法
上
の
優
遇
措
置
を
う
け
る
新
た
な
ス
キ
ー
ム
と
し
て

G
I
R
E
I
T
の
導
入
が
期
待
さ
れ
て

(72) 

二
0
0
五
年
二
月
の

I
F
D
の
提
案
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
当
該
提
案
で
は
、

の
取
得
、
建
設
、
譲
渡
、
賃
貸
で
あ
り
、

G
ー

R
E
I
T
は
ド
イ
ツ
法
上
の
株
式
会
社
の
法
的
形

態
を
前
提
と
し
、
株
式
は
上
場
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

G
I
R
E
I
T
の
主
た
る
活
動
は
、
直
接
的
又
は
間
接
的
に
保
有
す
る
不
動
産

G
I
R
E
I
T
は
総
資
産
の
七
五
％
超
を
不
動
産
に
投
資
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、

G
I
R
E
I
T
の
総
所
得
の
七
五
％
超
が
不
動
産
か
ら
生
ず
る
所
得
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

G
I
R
E
I
T
は
投
資
家
に
所
得
の
九

0
%

超
を
分
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
資
本
構
造
に
つ
い
て
の
法
的
制
限
は
な
い
。

い
る
。

国
境
を
越
え
る

R
E
I
T
と
課
税

と
等
が
あ
る
。



つ
い
て
は
、

か
ら
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
。

R
E
I
T
株
式
の
譲
渡
は
、

G
I
R
E
I
T
が
分
配
し
た
配
当
は
、
投
資
家
段
階
に
お
い
て

（
課
税
済
み
の
所
得
を
除
き
）
原
則
と
し
て
、
全
額
課
税
さ
れ
る
。

G
I
R
E
I
T
へ
の
不
動
産
の
現
物
出
資
又
は
法
人
か
ら
G
I
R
E
I
T
へ
の
組
織
変
更
に
伴
う
資
産
の
譲
渡
益
は
、
当
初
五
年
間
に
限

り
、
フ
ラ
ン
ス
の

S
I
I
C
の
よ
う
に
一
／
二
課
税
が
適
用
さ
れ

(Exit
T
a
x
)
、
四
年
間
に
わ
た
り
延
納
が
認
め
ら
れ
る
。

G
I
R
E
I
T
を
選
択
す
る
株
式
会
社
は
、
株
式
上
場
後
は
法
人
税
及
び
営
業
税
を
免
除
さ
れ
る
。

G
I
R
E
I
T
か
ら
投
資
家
へ
の
収

益
の
分
配
時
に
、
投
資
家
段
階
で
課
税
さ
れ
る
。

G
_
R
E
I
T
が
稼
得
す
る
有
価
証
券
や
新
株
引
受
権
の
譲
渡
に
よ
る
キ
ャ
ピ
タ
ル
・

ゲ
イ
ン
、
先
物
所
得
、

G
_
R
E
I
T
が
一

0
年
超
保
有
す
る
不
動
産
譲
渡
に
よ
る
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
源

泉
税
が
免
税
と
な
る
。
外
国
源
泉
所
得
に
つ
い
て
は
、
租
税
条
約
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
は
、
軽
減
さ
れ
る
。
課
税
済
み
の
付
随
的
活

動
は
、
原
則
と
し
て
納
税
義
務
の
あ
る
子
会
社
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
直
接
G
I
R
E
I
T
か
ら
付
随
的
活
動

を
要
請
さ
れ
る
場
合
は
G

ー

R
E
I
T
全
体
の
課
税
に
な
る
。

R
E
I
T
か
ら
投
資
家
に
支
払
う
分
配
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
二

0
％
の
資
本
収
益
税
が
徴
収
さ
れ
る
。

G
_
R
E
I
T
提
案

を
う
け
て
、

I
F
D
と
同
様
に

R
E
I
T
段
階
の
法
人
税
は
非
課
税
に
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
多
数
で
あ
る
が
、
営
業
税
の
み
を

(73) 

非
課
税
と
し
、
法
人
税
を
課
税
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
も
あ
る
。

分
の
一
所
得
課
税
方
式
も
し
く
は
、
法
人
税
法
第
八
B
条
の
免
除
ル
ー
ル
は
適
用
さ
れ
な
い
。

一
般
株
式
の
そ
れ
と
同
様
に
課
税
さ
れ
る
。
個
人
投
資
家
は
長
期
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
譲
渡
益
は
非
課
税

で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
高
い
配
当
率
を
通
じ
て
す
で
に
会
社
の
利
益
は
課
税
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
譲
渡
益
は
会
社
が
稼
得
し
た
利
益

-
％
以
上
の
株
式
を
保
有
す
る
個
人
と
事
業
用
資
産
と
し
て
保
有
す
る
投
資
家
の

R
E
I
T
株
式
の
譲
渡
に

一
／
二
の
所
得
に
課
税
さ
れ
る
。
法
人
投
資
家
は
、
九
五
％
が
非
課
税
で
あ
る
。

関
法
第
五
六
巻
ニ
・
三
号

四
二
六

（
六
九
O
)



国
で
あ
る
ド
イ
ツ
の
税
収
が
確
保
さ
れ
な
く
な
る
恐
れ
が
生
ず
る
。

四
二
七

R
E
I
T
が
国
内
不
動
産
に
投
資
す
る
場
合
は
、
そ
の
所
得
に
つ
い
て
国
内
投
資
家
は
全
額
課
税
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、

R
E
I
T
が

外
国
不
動
産
に
投
資
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
不
動
産
所
得
及
び
譲
渡
所
得
に
つ
い
て
源
泉
地
国
で
課
税
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
租
税

条
約
や
親
子
会
社
間
配
当
指
令
に
よ
れ
ば
、
居
住
地
国
で
あ
る
ド
イ
ツ
は
免
税
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
、
ド
イ
ツ
で
課
税
さ
れ
ず
に
受
け

非
居
住
者
が
G
I
R
E
I
T
に
投
資
し
、
所
得
が
分
配
さ
れ
る
場
合
は
、
制
限
納
税
義
務
に
服
す
る

（
六
九
一
）

（
所
得
税
法
一
条
四
項
）
。
当
該
所

（
所
得
税
法
四
三
条
一
項
一
号
、
四
三

a
条
一
項
一
号
）
。
租
税
条
約
が
あ
る

場
合
は
、
出
資
割
合
に
よ
り
軽
減
税
率
が
異
な
る
。
例
え
ば
、
独
端
租
税
条
約
一

0
条
三
項
に
よ
れ
ば
、
配
当
の
受
領
者
が
配
当
支
払
会

社
の
資
本
の
二

0
％
以
上
を
直
接
保
有
す
る
会
社
の
場
合
は
、
源
泉
地
国
で
は
源
泉
税
は
課
税
さ
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
独
諾
租
税
条
約
一

0
条
三
項
に
よ
れ
ば
、
配
当
を
分
配
す
る
会
社
が
届
住
す
る
国
は
、
当
該
会
社
の
資
本
の
二
五
％
以
上
を
直
接
保
有
す
る
他
方
の
会
社
が

受
益
者
で
あ
る
場
合
に
、
源
泉
税
は
課
税
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
非
居
住
投
資
家
は
、

R
E
I
T
に
対
す
る
国
内
税
法
の
優
遇
措
置
と

R
E
I
T
へ
の
出
資
割
合
に
よ
る
租
税
条
約
の
減
免
措
置
を
考
慮
し
て
有
利
な
課
税
を
選
択
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
結
果
、
源
泉
地

第
三
節

外
国
人
投
資
家
と

G
ー

R
E
I
T

二
0
0
五
年
五
月
に

I
F
D
は、

G
I
R
E
I
T
に
投
資
す
る
外
国
人
投
資
家
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
課
税
を
確
保
す
る
た
め
に
、
報
告

(74) 

書
を
公
表
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
の

S
I
I
C
に
投
資
す
る
外
国
人
投
資
家
に
よ
る
国
内
法
と
租
税
条
約
の
二
重
便
益
の
享

受
、
つ
ま
り
、
非
居
住
者
投
資
家
が
租
税
条
約
を
適
用
し
、
源
泉
地
国
非
課
税
で

R
E
I
T
配
当
を
受
け
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

国
境
を
越
え
る

R
E
I
T
と
課
税

得
の
支
払
時
に
資
本
収
益
税
が
二

0
％
源
泉
徴
収
さ
れ
る

取
る
こ
と
が
で
き
る
。

フ
ラ
ン



対
す
る
分
配
に
つ
い
て
、

ユ
ニ
ッ
ト
モ
デ
ル

(75) 

ス
の
税
収
減
と
な
っ
た
と
い
う
問
題
が
影
響
し
て
い
る
。
報
告
書
は
、

の
R
E
I
T
投
資
を
優
遇
す
る
こ
と
は
、
国
内
R
E
I
T
市
場
に
大
ぎ
な
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、

(
E
i
n
h
e
i
t
s
m
o
d
e
l
l
)
 
と
分
離
モ
デ
ル

(
Tr
e
n
n
u
n
g
s
m
o
d
e
l
l
)
 
と
い
う
二
つ
の
可
能
性
を

い
く
つ
か
の
糸
口
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
は
、
租
税
条
約
を
改
訂
す
る
こ
と
で
あ
る
。
上
述
の
よ
う

に
、
米
独
租
税
条
約
一

0
条
二
項
の
よ
う
な
規
定
を
租
税
条
約
に
導
入
す
る
こ
と
で
、

R
E
I
T
に
投
資
す
る
外
国
人
投
資
家
に
対
す
る

親
子
間
配
当
の
軽
減
税
率
の
適
用
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
対
処
は
、

R
E
I
T
に
投
資
す
る
外
国
人
投
資
家
に
対
す

る
二
重
便
益
の
享
受
に
よ
る
課
税
問
題
を
解
決
す
る
理
想
的
な
方
法
で
あ
る
が
、
周
知
の
よ
う
に
、
租
税
条
約
の
改
訂
に
は
相
当
の
期
間

を
要
し
、
相
手
国
と
の
合
意
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
長
期
的
な
解
決
策
と
し
て
実
施
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
二
は
、
国
内
法
の
所
得
類
型
を
配
当
所
得
で
は
な
く
不
動
産
所
得
に
変
更
す
る
こ
と
で
あ
る
。

I
F
D
は
R
E
I
T
か
ら
投
資
家
に

明
ら
か
に
し
た
。

O
E
C
D
モ
デ
ル
租
税
条
約
一

0
条
一
二
項
に
よ
れ
ば
、
配
当
所
得
は
、
「
株
式
か
ら
生
ず
る
所
得
」
、
「
利
益
参
加
付
債

(76) 

権
を
除
く
、
そ
の
他
の
権
利
か
ら
生
ず
る
所
得
」
「
そ
の
他
の
持
分
か
ら
生
ず
る
所
得
」
に
一
二
分
類
さ
れ
る
と
す
る
。
「
株
式
か
ら
生
ず
る

所
得
」
は
、

O
E
C
D
モ
デ
ル
租
税
条
約
一

0
条
の
適
用
対
象
で
あ
る
が
、
「
そ
の
他
の
持
分
か
ら
生
ず
る
所
得
」
は
、
配
当
支
払
法
人

の
所
在
地
国
の
国
内
法
で
配
当
所
得
に
性
質
決
定
さ
れ
る
場
合
に
限
り
、
条
約
上
の
配
当
所
得
に
該
当
す
る
。

O
E
C
D
モ
デ
ル
租
税
条

約
一

0
条
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
株
式
か
ら
生
ず
る
所
得
」
は
株
主
総
会
の
決
議
を
へ
て
確
定
さ
れ
る
利
益
の
分
配
で
あ
る
と

さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

G
ー

R
E
I
T
か
ら
投
資
家
へ
の
分
配
は
、

関
法
第
五
六
巻
ニ
・
三
号

G
_
R
E
I
T
の
利
益
に
つ
い
て
株
主
が
直
接
請
求
で
き
る
権
利

で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
株
主
総
会
の
議
決
を
欠
く
分
配
は
、
租
税
条
約
上
、
「
株
式
か
ら
の
所
得
」
で
は
な
く
、
「
そ
の
他
の
持
分
か
ら
生

ず
る
所
得
」
で
あ
る
と
ユ
ニ
ッ
ト
モ
デ
ル
で
は
解
釈
し
、
当
該
所
得
は
国
内
法
で
配
当
所
得
と
し
て
扱
わ
れ
な
い
限
り
、
条
約
上
の
配
当

フ
ラ
ン
ス
の
経
験
に
触
れ
、
所
得
類
型
の
転
換
に
よ
る
非
居
住
者

四
二
八

（
六
九
二
）



と、

E
u法
と
の
関
係
が
問
題
に
な
る
恐
れ
が
で
て
く
る
。

第
三
は
、
出
資
割
合
の
検
討
で
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
の
よ
う
に
国
内
法
で
外
国
人
投
資
家
に
対
す
る
出
資
割
合
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
租
税
条
約
の
親
子
間
配
当
の
軽
減
税
率
の
適
用
を
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
非
居
住
者
に
そ
の
よ
う
な
制
限
を
設
け
る

一
方
英
国
で
は
、

N
A
R
E
I
T
の
よ
う
に
非
居
住
者
へ
の
投
資
を
妨
げ
る
よ
う
な
税
制
を
導
入
す
ぺ
き
で
は
な
い
と
い
う
見
解
は
あ

る
も
の
の
、
英
国
大
蔵
大
臣
の
ゴ
ー
ド
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
は
U
K
_
R
E
I
T
に
投
資
す
る
外
国
人
投
資
家
へ
の
配
当
に
つ
い
て
、
税
収
減

国
境
を
越
え
る

R
E
I
T
と
課
税

ド
イ
ツ
の
課
税
権
を
確
保
で
き
る
可
能
性
が
で
て
く
る
。

四
二
九

六
九
三
）

規
定
の
適
用
は
な
い
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
内
法
で

G
ー

R
E
I
T
か
ら
投
資
家
へ
の
分
配
を
不
動
産
所
得
と
性
質
決
定
す
れ
ば
、

条
約
上
の
配
当
条
項
が
適
用
さ
れ
ず
、

イ
ツ
の
課
税
権
は
損
な
わ
れ
な
い
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

し
て
も
、

G
I
R
E
I
T
は
法
人
で
あ
り
、
条
約
上
の
「
配
当
」
条
項
の
適
用
を
排
除
す
る
と
い
う
解
釈
が
果
た
し
て
で
き
る
か
ど
う
か
、

(77) 

条
約
相
手
国
が
果
た
し
て
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
、
二
重
課
税
の
救
済
に
同
意
す
る
か
ど
う
か
が
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
分
離
モ

デ
ル
と
は
、
管
理
株
式
会
社
と
し
て
の

G
_
R
E
I
T
か
ら
不
動
産
を
株
主
の
計
算
上
、
特
別
財
産
と
し
て
切
り
離
し
、
当
該
特
別
財
産

が
嫁
得
し
た
不
動
産
収
益
は
、

O
E
C
D
モ
デ
ル
租
税
条
約
六
条
の
不
動
産
所
得
が
適
用
さ
れ
る
た
め
、
非
居
住
者
に
対
す
る
ド

ユ
ニ
ッ
ト
モ
デ
ル
に
よ
り
、
国
内
法
上
不
動
産
所
得
と
性
質
決
定
し
た
と

R
E
I
T
か
ら
の
分
配
で
は
な
く
、
特
別
財
産
か
ら
の
分
配
と
し
て
、
投
資
家
に
直
接
帰
属
す
る
と
い
う

法
律
構
成
を
と
る
も
の
で
あ
る
。
投
資
家
は
、
資
本
財
産
所
得
と
し
て
課
税
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
不
動
産
所
得
と
し
て
課
税
さ
れ
る
。

条
約
上
も
そ
の
結
果
、
配
当
所
得
と
性
質
決
定
さ
れ
ず
不
動
産
所
得
条
項
が
適
用
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
分
離
モ
デ
ル
な
ら
ば
、
法
人
か
ら

で
は
な
く
、
特
別
財
産
か
ら
の
分
配
に
な
り
、
当
該
分
配
は
配
当
所
得
で
は
な
く
、
国
内
法
上
不
動
産
所
得
と
構
成
さ
れ
る
。
し
た
が
っ

て、

O
E
C
D
モ
デ
ル
租
税
条
約
六
条
の
不
動
産
所
得
条
項
を
適
用
す
る
な
ら
ば
、
当
該
所
得
は
不
動
産
所
在
地
国
で
課
税
さ
れ
る
た
め
、



る
が
、

R
E
I
T
配
当
す
べ
て
に
適
用
す
る
な
ら
ば
、

テ
ィ
に
対
す
る
制
限
規
定
を
導
入
し
て
い
れ
ば
、

式
に
対
す
る
出
資
割
合
を
居
住
者
、
非
居
住
者
に
か
か
わ
ら
ず
、

(78) 

を
避
け
る
た
め
に
、
英
国
で
の
課
税
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
明
言
し
て
い
る
。
英
国
の

U
K
I
R
E
I
T
で
は
、

R
E
I
T
株

(79) 

1
0
 ％
未
満
に
制
限
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
国
人
投
資

家
に
よ
る
租
税
条
約
の
軽
減
税
率
の
適
用
を
制
限
す
る
効
果
が
期
待
で
き
、
英
国
に
お
け
る
外
国
人
投
資
家
に
対
す
る
課
税
権
を
確
保
す

ド
イ
ツ
大
蔵
省
は
、

四
三

0

(80) 

U
K
I
R
E
I
T
が
導
入
し
た
出
資
割
合
に
よ
る
解
決
策
を
歓
迎
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、

G
_
R
E
I
T
導
入
に
つ
い
て
、

ド
イ
ツ
が
国
内
法
上

G
I
R
E
I
T
課
税
を
ど
の
よ
う
に
設
計
し
、
租
税
条
約
上
の
所
得
の
性
質
決
定
を

ど
の
よ
う
に
解
し
て
い
く
か
、
最
終
的
に

G
ー

R
E
I
T
導
入
を
ど
う
す
る
か
に
か
か
っ
て
お
り
、
今
後
と
も
引
き
続
き
議
論
を
追
っ
て

(81) 

R
E
I
T
類
似
の
ビ
ー
ク
ル
が
導
入
さ
れ
た
当
初
は
、
非
居
住
者
か
ら
の
投
資
を
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
各
国
で

R
E
I
T
や

R
E
I
T
類
似
制
度
が
導
入
さ
れ
、

そ
れ
を
前
提
に
税
制
を
設
計
す
る
時
期
に
き
て
い
る
と
い
え
る
。
少
な
く
と
も
、
租
税
条
約
に
、
米
国
で
議
論
さ
れ
た
導
管
的
エ
ン
テ
ィ

型
R
E
I
T
に
つ
い
て
は
、

N
A
R
E
I
T
が
提
唱
す
る
よ
う
に
一
般
株
式
と

R
E
I
T
株
式
の
中
立
性
と
い
う
視
点
も
も
っ
と
も
で
あ

る。

N
A
R
E
I
T
の
主
張
の
よ
う
に
、

R
E
I
T
に
対
す
る
制
限
規
定
の
導
入
と
非
居
住
者
か
ら
の

R
E
I
T
投
資
の
増
減
と
の
間
に

い
く
必
要
が
あ
る
。

る
こ
と
が
で
き
る
。

第

四

節

小

関
法
第
五
六
巻
ニ
・
三
号

括

グ
ロ
ー
バ
ル

R
E
I
T
に
投
資
す
る
フ
ァ
ン
ド
が
出
現
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

フ
ラ
ン
ス
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
事
態
に
は
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
公
募

一
定
の
外
国
人
投
資
家
を
国
内
投
資
家
よ
り
も
有
利
に
扱
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な

（
六
九
四
）



必
ず
し
も
因
果
関
係
が
あ
る
と
は
い
え
ず
、
そ
れ
ら
の
投
資
が
激
減
す
る
と
は
い
い
き
れ
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
や
は
り
、
国
内
法
上

ビ
ー
ク
ル
段
階
で
ほ
と
ん
ど
課
税
さ
れ
な
い
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
は
、
国
内
法
と
租
税
条
約
と
の
二
重
便
益
の
享
受
は
二
重
免
除
と

I
F
D
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
租
税
条
約
の
改
訂
に
は
時
間
が
か
か
る
。
そ
の
た
め
、
自
国
の
課
税
権
の
侵
食
を
深
刻
に
考
え
、

租
税
条
約
の
改
訂
を
待
た
ず
、
条
約
の
解
釈
や
国
内
法
で
対
処
し
よ
う
と
す
る
動
き
も
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ユ
ニ
ッ
ト
モ
デ
ル
の
考

え
方
を
と
り
、

ド
イ
ツ
側
の
解
釈
が
成
り
立
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
相
手
国
が
受
け
入
れ
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、

ト
リ
ー
テ
ィ
・
オ
）
バ
ー
ラ
イ
ド
に
な
っ
て
も
自
国
の
課
税
権
を
確
保
す
べ
き
だ
と
い
う
意
見
も
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
や
は

(82) 

り
そ
れ
に
は
消
極
的
の
よ
う
で
あ
る
。
分
離
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
が
自
国
の
課
税
権
を
確
保
で
き
た
と
し
て
も
、

E
u法
と
の
抵

触
、
さ
ら
に
は
R
E
I
T
制
度
間
の
歪
み
が
新
た
な
問
題
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
を
乃
子
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
問
題
の
解
決
に
つ
い
て
は
、
租
税
条
約
の
制
限
規
定
の
導
入
が
理
想
的
で
あ
り
、
国
内
法
に
よ
る
対
処
の
成
否

第
三
章

E
U
諸
国
以
外
で

R
E
I
T
制
度
を
導
入
し
て
い
る
の
は
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
カ
ナ
ダ
、
香
港
、
日
本
、
韓
国
、

(83) 

ガ
ポ
ー
ル
、
米
国
で
あ
り
、
こ
の
他
R
E
I
T
類
似
制
度
を
も
つ
国
が
数
力
国
あ
る
。

E

U
諸
国
で
は
、

国
境
を
越
え
る

R
E
I
T
と
課
税

第
一
節

E
u域
内
に
お
け
る
内
外
差
別
課
税
の
お
そ
れ

R
E
I
T

と

E
C

条
約
—
|
E
u

モ
デ
ル
の
提
案
ヘ

は
、
英
国
及
び
ド
イ
ツ
の
今
後
の
動
向
が
鍵
を
握
る
で
あ
ろ
う
。

な
る
ケ
ー
ス
が
多
く
、
租
税
条
約
上
、

一
定
の
制
限
規
定
を
導
入
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

四
三
一

（
六
九
五
）

フ
ラ
ン
ス
、

ベ
ル
ギ
ー
、

ル
ク

メ
キ
シ
コ
、
シ
ン



セ
ン
ブ
ル
グ
、
オ
ラ
ン
ダ
が
R
E
I
T
制
度
を
導
入
し
て
お
り
、
英
国
に
続
き
、
目
下
の
と
こ
ろ
、
ド
イ
ツ
も
R
E
I
T
の
導
入
を
検
討

(84) 

中
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

E
U
諸
国
が
導
入
し
た
、
あ
る
い
は
、
導
入
す
る
予
定
の

R
E
I
T
又
は
R
E
I
T
類
似
制
度
は
、
そ
れ
ぞ
れ
多

(85) 

様
化
し
て
お
り
、

E
C
条
約
の
基
本
的
原
則
と
の
関
係
が
問
題
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
と
り
わ
け
、
税
法
上
問
題
に
な
る
論
点
は
、

R

E
I
T
段
階
と
株
主
段
階
の
課
税
に
つ
い
て
国
内
外
で
差
別
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

四――二

一
般
的
に
は
、
各
国
の

R
E
I
T
税
制
に
よ
る
と
、
内
国
法
人
に
は

R
E
I
T
適
格
を
認
め
る
が
、
非
居
住
者
及
び
外
国
法
人
に
は
そ

一
定
の
居
住
株
主
に
は
源
泉
税
の
免
除
や
軽
減
を
認
め
る
の
に
対
し
て
、
国
内
財
産
の
所
得
に
対
す
る
課

税
権
を
確
保
す
る
た
め
に
、
外
国
株
主
に
は
そ
れ
を
認
め
な
い
国
が
多
い
。
前
者
に
つ
い
て
は
、

R
E
I
T
適
格
要
件
に
つ
い
て
、
外
国

フ
ァ
ン
ド
と
国
内
フ
ァ
ン
ド
を
区
別
す
る
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
国
内
株
主
と
外
国
株
主
を
税
法
上
区
別
す
る
こ
と
が
問
題
を
引
き
起
こ

す
原
因
で
あ
る
。

前
者
の
問
題
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
例
え
ば
、

ン
ド
が
国
内
不
動
産
に
投
資
す
る
場
合
に
、
前
者
に
は
一
定
要
件
を
満
た
せ
ば
R
E
I
T
制
度
の
適
用
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
者

(86) 

に
は
R
E
I
T
制
度
が
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
扱
い
を
す
る
。
こ
の
よ
う
に
国
内
フ
ァ
ン
ド
と
外
国
フ
ァ
ン
ド
を
課
税
中
立
的
に
扱
わ
ず
、

R
E
I
T
の
適
格
要
件
に
よ
り
、
外
国
フ
ァ
ン
ド
を
排
除
す
る
こ
と
は
、

E
C
条
約
に
抵
触
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

フ
ラ
ン
ス
は
、

(87) 

あ
る
。

S
I
I
C
の
適
格
要
件
と
し
て
、
外
国
法
人
を
排
除
せ
ず
R
E
I
T
制
度
の
適
用
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
ぺ
き
で

R
E
I
T
の
源
泉
徴
収
義
務
に
つ
い
て
み
る
と
、
例
え
ば
、
ベ
ル
ギ
ー
は
国
内
不
動
産
に
六

0
％
超
投
資
す
る
R
E
I
T
に
限
り
、

定
要
件
の
下
で
、

R
E
I
T
が
株
主
に
支
払
う
配
当
の
源
泉
徴
収
義
務
の
免
除
を
認
め
て
お
り
、
外
国
不
動
産
へ
の
投
資
を
制
限
し
て
い

れ
を
認
め
な
い
、
あ
る
い
は
、

関
法
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五
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オ
ラ
ン
ダ
や
ベ
ル
ギ
ー
の

R
E
I
T
制
度
に
よ
れ
ば
、
国
内
フ
ァ
ン
ド
と
外
国
フ
ァ
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゜
ニつ よ

っ
て
、

(88) 
る
。
こ
の
よ
う
に
国
内
投
資
と
外
国
投
資
を
課
税
上
中
立
的
に
扱
わ
ず
に
国
内
投
資
を
有
利
に
扱
う
こ
と
も
、

E
C
条
約
の
資
本
移
動
の

次
に
後
者
の
問
題
に
つ
い
て
み
る
と
、
例
え
ば
、

た
と
し
て
も
、

R
E
I
T
は
税
法
上
非
課
税
と
し
て
扱
わ
れ
る
ビ
ー
ク
ル
で
あ
る
た
め
、

と
が
困
難
と
い
う
こ
と
で
、

（
六
九
七
）

オ
ラ
ン
ダ
は
R
E
I
T
が
稼
得
す
る
国
外
源
泉
所
得
に
つ
い
て
外
国
税
が
課
税
さ
れ

R
E
I
T
段
階
で
そ
の
外
国
税
を
調
整
す
る
こ

(89) 

R
E
I
T
株
主
段
階
で
そ
れ
を
調
整
す
る
方
法
と
し
て
税
額
控
除
の
か
わ
り
に
現
金
還
付
を
認
め
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
調
整
が
行
わ
れ
る
の
は
、
年
金
フ
ァ
ン
ド
を
除
く
国
内
株
主
の
み
で
あ
り
、
外
国
株
主
を
排
除
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
国
内
株
主
と
外
国
株
主
と
の
課
税
上
の
区
別
は
、

E
C
条
約
の
開
業
の
自
由
に
抵
触
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
国
内
株
主
と
外
国
株
主
の
扱
い
で
問
題
に
な
る
の
は
、
源
泉
税
に
つ
い
て
で
あ
る
。
多
く
の
国
は
、
国
内
株
主
に
は
源
泉

税
を
免
除
又
は
軽
減
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
外
国
株
主
に
は
そ
れ
を
排
除
す
る
。
そ
の
根
拠
は
、
外
国
株
主
に
対
す
る
国
内
源
泉
所

得
の
課
税
を
源
泉
徴
収
に
よ
っ
て
確
保
す
る
こ
と
に
あ
る
。
例
え
ば
、
イ
タ
リ
ア
は

R
E
I
T
か
ら
の
配
当
に
か
か
る
一
定
の
源
泉
税

(90) 

に
つ
い
て
免
除
す
る
が
、
イ
タ
リ
ア
と
情
報
交
換
を
行
わ
な
い
国
の
株
主
に
は
、
源
泉
税
の
免
除
を
認
め
て
い
な
い
。
こ
の
扱
い
に

一
定
の
他
の
加
盟
国
株
主
を
課
税
上
区
別
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
が

E
C
条
約
の
基
本
的
自
由
の
視
点
か
ら
問
題
と
な
ろ

R
E
I
T
制
度
と
外
国
人
投
資
家
に
対
す
る
課
税
に
つ
い
て
も
う
少
し
議
論
す
る
と
、

R
E
I
T
か
ら
株
主
に
対
す
る
配
当
に
つ
い
て
、

国
内
株
主
と
外
国
株
主
を
国
内
税
法
上
区
別
す
る
こ
と
は
、

R
E
I
T
投
資
を
考
え
る
外
国
株
主
か
ら
み
る
と
魅
力
的
で
な
い
だ
け
で
な

く、

E
u法
と
の
抵
触
が
問
題
に
な
る
。
し
か
ら
ば
、
そ
れ
を
回
避
す
る
た
め
に
両
者
を
国
内
税
法
上
同
列
に
扱
う
と
、
さ
ら
に
別
の
新

た
な
問
題
を
引
き
起
こ
す
。
た
と
え
国
内
法
で
同
列
に
扱
わ
な
か
っ
た
と
し
て
も
租
税
条
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、

R
E
I
T

国
境
を
越
え
る

R
E
I
T
と
課
税

自
由
に
抵
触
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

四
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第
二
節

E
P
R
A
の
統
一

R
E
I
T
構
想

利
得
を
持
ち
だ
す
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。

し
、
か
つ
、
源
泉
の
あ
る

れ
な
い
の
に
加
え
、

取
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
は
、

い
は
課
税
の
空
白
を
阻
止
す
べ
き
か
、

つ
ま
り
、

四
三
四

か
ら
外
国
株
主
が
受
け
取
る
配
当
の
源
泉
課
税
は
軽
減
又
は
免
除
さ
れ
る
。

R
E
I
T
は
国
内
法
上
ビ
ー
ク
ル
段
階
で
ほ
と
ん
ど
課
税
さ

R
E
I
T
か
ら
外
国
株
主
に
対
す
る
配
当
に
つ
い
て
、
国
内
株
主
と
同
じ
よ
う
に
源
泉
税
を
免
除
し
て
し
ま
う
と
、

外
国
株
主
に
対
す
る
源
泉
地
国
の
課
税
権
の
確
保
が
非
常
に
困
難
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
外
国
株
主
は
課
税
さ
れ
ず
に
そ
の
所
得
を
受
け

い
わ
ば
源
泉
地
国
の
課
税
権
の
喪
失
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
い
、
居
住
地
国
課
税
が
徹
底
さ
れ
な
い
と
課

税
の
空
白
さ
え
生
じ
か
ね
な
い
。

E
u法
と
の
抵
触
を
回
避
す
べ
く
差
別
的
税
制
を
撤
廃
す
べ
き
か
、
源
泉
地
国
の
課
税
権
の
喪
失
あ
る

R
E
I
T
の
よ
う
な
導
管
的
ビ
ー
ク
ル
に
対
し
て
も
、
そ
も
そ
も
国
内
株
主
と
外
国
株

主
を
同
列
に
扱
う
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
戻
っ
て
し
ま
う
と
い
う
加
盟
国
の
ジ
レ
ン
マ
に
直
面
す
る
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
で
非
居
住
者
に
対
す
る
R
E
I
T
課
税
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
英
国
や
ド
イ
ツ
で
も
R
E
I
T
制
度
導
入
に
お
い

て
、
非
居
住
者
課
税
を
ど
の
よ
う
に
設
計
す
る
か
に
つ
い
て
慎
重
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
直
接
的
投
資
と
間
接
的
投
資
の
視
点
か
ら
、

R
E
I
T
配
当
と
通
常
配
当
と
の
比
較
で
は
な
く
、
不
動
産
所
得
と
比
較
し
た
場
合
は
、
国
内
法
の
優
遇
措
置
と
租
税
条
約
の
適
用
に
よ

り
、
国
内
株
主
よ
り
も
外
国
株
主
が
有
利
に
な
っ
て
し
ま
う
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
外
国
人
投
資
家
が
、
国
内
R
E
I
T
の
便
益
を
享
受

（
財
産
の
所
在
す
る
）
加
盟
国
で
、
免
税
又
は
ご
く
低
税
率
に
よ
る
税
法
上
の
便
益
を
享
受
し
て
国
外
に
財
産

R
E
I
T
の
域
内
の
国
境
を
越
え
る
課
税
取
り
扱
い
の
歪
み
や
障
壁
を
削
減
す
る
た
め
に
最
も
決
定
的
な
方
法
は
、

E
U
諸
国
の
多
様

(91) 

な
R
E
I
T
制
度
を
統
一
化
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、

E
P
R
A
を
中
心
に
統
一

R
E
I
T
制
度
が
提
案
さ
れ
て
い
る
（
図
2
)
。
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図2 Proposal for a Uniform EU REIT Regime (Rob Cornelisse 

etal, ET, vol. 8 no 2, at 69) 

X 

国
境
を
越
え
る

R
E
I
T
と
課
税

Dividend 
Net 

Earnings 
Corporate income tax 
Dividend副thholdingtax 
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Tax to be paid 

4
0
0
0
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誓
〗
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EU REIT 
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I Member State A I 

400(gross) 
320 
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は
実
現
可
能
性
が
低
く
、
議
論
の
域
を
超
え
て
な
い
。

し
な
が
ら
、

E
u
に
お
け
る
統
一

R
E
I
T
構
想
は
、
現
時
点
で

配
当
に
対
す
る
源
泉
税
か
ら
控
除
す
る
こ
と
等
と
さ
れ
る
。
し
か

泉
課
税
を
行
う
こ
と
、
当
該
源
泉
税
は
E
U
R
E
I
T
が
支
払
う

産
を
保
有
す
る

R
E
I
T
は
、
不
動
産
所
在
地
国
が
二

0
％
の
源

を
課
税
し
な
い
こ
と
、

R
E
I
T
設
定
国
以
外
の
加
盟
国
で
不
動

提
案
に
よ
れ
ば
、

R
E
I
T
設
定
国
は
E
U
R
E
I
T
に
法
人
税

い
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
考
え
方
を
前
提
と
し
た
E
U
R
E
I
T

国
以
外
の

R
E
I
T
投
資
家
は
源
泉
地
国
の
課
税
権
を
浸
食
し
な

Dividend 200(gross) 

Earnings 
Corporate income tax 
Dividend withholding tax 
Tax reduction 
Tax to be paid 

Earnings 
Source tax 

条
約
適
格
を
認
め
、
最
終
的
に
株
主
が
享
受
す
る
と
す
る
。
加
盟

考
慮
す
る
。

R
E
I
T
の
不
動
産
以
外
の
投
資
収
益
に
つ
い
て
、

ゲ
イ
ン
は
、
不
動
産
所
在
地
国
が
第
一
次
課
税
権
を
も
つ
こ
と
を

E
C
D
モ
デ
ル
条
約
と
同
様
、
不
動
産
所
得
及
び
キ
ャ
ピ
タ
ル
・

9

9

 

000402020 

0020 

ー

な
ら
な
い
と
す
る
フ
ロ
ー
・
ス
ル
ー
原
則
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

゜

は
、
直
接
不
動
産
に
投
資
し
た
場
合
と
同
じ
税
負
担
で
な
け
れ
ば

当
該
提
案
の
基
礎
に
あ
る
考
え
方
は
、
ま
ず
、

R
E
I
T
の
投
資



現
在
、
多
く
の
国
が
R
E
I
T
導
入
を
検
討
し
て
お
り
、
今
後
グ
ロ
ー
バ
ル

R
E
I
T
投
資
が
増
大
す
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、

T
を
め
ぐ
る
国
際
課
税
問
題
は
重
要
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
の
一
っ
と
し
て
、
国
外
資
産
か
ら
の
運
用
益
を
R
E
I
T
が
受
け

取
る
場
合
の
二
重
課
税
の
排
除
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
我
が
国
が
締
結
し
た
租
税
条
約
に
は
、
そ
れ
を
念
頭
に
置
い
た
も

の
が
若
干
み
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
国
内
法
で
は
全
く
救
済
措
置
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

さ
ら
に
、

R
E
I
T
に
投
資
す
る
外
国
人
投
資
家
に
対
す
る
R
E
I
T
設
定
国
の
課
税
を
ど
の
よ
う
に
確
保
す
る
か
と
い
っ
た
問
題
が

あ
る
。
我
が
国
で
は
、

R
E
I
T
か
ら
投
資
家
へ
の
収
益
の
分
配
は
、
会
社
型
、
侶
託
型
を
と
も
に
一
律
配
当
と
し
て
性
質
決
定
さ
れ
る
。

そ
の
た
め
、
不
動
産
所
得
か
ら
配
当
所
得
に
所
得
源
泉
が
転
換
し
、
さ
ら
に
条
約
の
減
免
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
非
居
住
者
に
対
し

て
適
正
に
課
税
で
き
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
処
す
る
日
米
租
税
条
約
の
制
限
規
定
は
あ
る
も
の
の
、
我
が
国
の
対
応
は
必

ず
し
も
十
分
な
も
の
で
は
な
い
。
新
日
英
租
税
条
約
で
も
、
我
が
国
の
ペ
イ
・
ス
ル
ー
型
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
か
ら
支
払
わ
れ
る
配
当
に
対
す

る
親
子
間
配
当
の
軽
減
税
率
の
適
用
を
制
限
し
て
い
る
が
、

I
T
に
投
資
す
る
非
居
住
者
投
資
家
に
よ
る
税
収
減
が
問
題
に
あ
が
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
租
税
条
約
に
よ
る
対
処
は
で
き
て
い

な
い
ば
か
り
か
、
日
本
に
お
け
る
制
限
措
置
も
非
居
住
者
か
ら
の
投
資
の
増
大
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
十
分
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
り
わ
け
、

G
ー

R
E
I
T
導
入
で
検
討
さ
れ
た
議
論
か
ら
は
、

最
後
に
、
世
界
中
で
多
様
な
R
E
I
T
制
度
が
導
人
さ
れ
る
な
か
、
そ
の
バ
ラ
ッ
キ
が
引
き
起
こ
す
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
欧
州

で
は
統
一

R
E
I
T
構
想
が
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
目
下
の
と
こ
ろ
、
現
実
味
を
帯
び
て
い
な
い
。
今
後
、
各
国
の

R
E
I
T
競
争
が
激

匁ヽ条

章
む
す
び
に
か
え
て

関
法
第
五
六
巻
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い
く
つ
か
の
解
決
策
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

四
三
六

（七
0
0
)

R
E
I
T
配
当
に
対
す
る
制
限
は
し
て
い
な
い
。
英
国
で
は
、

R
E
I
 

u
k
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本
稿
は
、
（
財
）
土
地
総
合
研
究
所
に
よ
る
平
成
一
七
年
度
士
地
関
係
研
究
者
育
成
支
援
事
業
研
究
助
成
「
不
動
産
投
資
信
託
の
比
較
税
制
研
究

I

英
独
等
の
新
た
な
動
向
を
中
心
に
」
に
基
づ
く
共
同
研
究
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

(
1
)

天
野
雅
夫
「
金
融
シ
ス
テ
ム
改
革
関
係
の
税
法
上
の
措
置
（
所
得
税
関
係
）
に
つ
い
て
」
税
務
弘
報
V
o
l
.
4
6
 N
o
.
 8
六
八
頁
(
-
九
九
八
）
。

(
2
)

田
邊
昴
「
資
産
運
用
の
「
タ
ッ
ク
ス
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
あ
れ
こ
れ
」
月
刊
資
本
市
場
一
八
七
号
五
0
頁
（
二

0
0
 
1

)

、
田
村
威
『
改
訂
投

資
信
託
基
礎
と
実
務
』
―
二
四
及
び
―
二
七
頁
(
-
九
九
九
）
。

(
3
)
朝
長
英
樹
「
金
融
シ
ス
テ
ム
改
革
関
連
の
税
法
上
の
措
置
（
法
人
税
関
係
）
に
つ
い
て
」
税
務
弘
報
V
o
l
.
4
6
 N
o
.
 8

八
三
頁
(
-
九
九
八
）
。

(
4
)

平
成
―
二
年
度
の
税
制
改
正
に
関
す
る
答
申
°

(
5
)
（
財
）
大
蔵
財
務
協
会
『
平
成
―
二
年
版
改
正
税
法
の
す
べ
て
』
三
四
0
頁
（
二

0
0
0
)
 
0
 

(
6
)
二

0
0
一
年
九
月
に
日
本
ビ
ル
フ
ァ
ン
ド
投
資
法
人
と
ジ
ャ
パ
ン
リ
ア
ル
エ
ス
テ
イ
ト
投
資
法
人
の
二
つ
の
J
I
R
E
I
T
が
東
証
に
上
場
し

た
。
二

0
0
六
年
九
月
現
在
、
三
九
件
の
J
I
R
E
I
T
が
上
場
し
て
い
る
。

(
7
)

不
動
産
投
資
法
人
の
制
度
及
び
税
制
に
つ
い
て
は
、
不
動
産
証
券
化
協
会
『
不
動
産
投
資
法
人
(
J
I
R
E
I
T
)
設
立
と
上
場
の
手
引
き
』

（二

0
0
五
）
、
不
動
産
証
券
化
協
会
『
不
動
産
証
券
化
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
ニ

0
0
六
ー
ニ

0
0
七
』
（
二

0
0
六
）
、
藤
本
幸
彦
・
鬼
頭
朱
美
『
投
資

ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
の
税
務
ー
—
ー
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
投
資
と
匿
名
組
合
／
任
意
組
合
』
（
二00
五
）
を
参
照
し
た
。

(
8
)
契
約
型
に
比
べ
て
会
社
型
が
不
利
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
と
し
て
は
、
田
邊
舜
『
投
資
フ
ァ
ン
ド
と
税
制
』
六
八
頁
（
二

0
0
二）

（
初
出
「
集
団
投
資
ス
キ
ー
ム
」
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
レ
ビ
ュ
）
第
五
六
号
八

0
頁
（
二

0
0
1

)

)

。

(
9
)

朝
長
英
樹
「
金
融
シ
ス
テ
ム
改
革
関
連
の
税
法
上
の
措
置
（
法
人
税
関
係
）
に
つ
い
て
」
税
務
弘
報
V
o
l
.
4
6
 No. 8

八
三
頁
(
-
九
九
八
）
。

(
1
0
)森
島
義
博
•
小
林
亨
『
J
I
R
E
I
T
投
資
の
す
べ
て
』
―
ニ
―
頁
（
二
0
0

四
）
、
加
藤
久
子
「
投
資
法
人
ー
税
務
ー
米
国
R
E
I
T
に
係
わ

＊
 

化
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
が
、
我
が
国
の
R
E
I
T
が
安
定
的
な
成
長
を
遂
げ
、
生
き
残
っ
て
い
く
た
め
に
は
、

内
法
を
含
め
、

フ
ァ
ン
ド
が
租
税
条
約
の
便
益
を
享
受
す
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
租
税
条
約
不
正
利
用
に
対
し
て
国

一
定
の
制
限
規
定
を
導
入
し
て
い
く
こ
と
で
、
非
居
住
者
に
対
し
て
適
正
な
課
税
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
思
わ
れ

国
境
を
越
え
る
R
E
I
T
と
課
税

る
。
よ
り
魅
力
的
で
柔
軟
な
R
E
I
T
税
制
の
構
築
が
望
ま
れ
る
。

念
頭
に
置
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

四
三
七

グ
ロ
ー
バ
ル
投
資
を

（七
O
-

）



る
「
宥
恕
規
定
」
」

A
R
E
s
一
七
号
四
三
頁
（
二

0
0
五）。

(
1
1
)（
財
）
大
蔵
財
務
協
会
『
平
成
―
二
年
版
改
正
税
法
の
す
べ
て
」
•
前
掲
注
(
5
)三
四
―
頁
。

(12)

二
0
0
八
年
四
月
か
ら
二

0
1
0
年
三
月
末
ま
で
は
、

0・
八
％
の
軽
減
税
率
が
適
用
さ
れ
る
。

(13)

二
0
1
―
年
―
―
一
月
末
ま
で
、
土
地
の
課
税
標
準
額
の
一
／
二
の
特
例
と
、
住
宅
及
び
住
宅
用
地
並
び
に
商
業
地
等
の
住
宅
用
地
以
外
の
土
地
に

対
し
て
三
％
の
軽
減
税
率
の
適
用
が
延
長
さ
れ
て
い
る
。
住
宅
以
外
の
家
屋
に
対
し
て
は
二

0
1
0
年
三
月
末
ま
で
三
・
五
％
の
軽
減
税
率
が
適

用
さ
れ
る
。

(
1
4
)田
村
威
•
前
掲
注
(
2
)三
一
五
頁
。

(
1
5
)天
野
雅
夫
•
前
掲
注
(
1
)八
六
頁
。

(16)

（
財
）
大
蔵
財
務
協
会
『
平
成
一
七
年
度
版
改
正
税
法
の
す
べ
て
』
二
八
八
頁
以
下
（
二

0
0
五）。

(17)

例
え
ば
、

A
R
E
S
の
H
P
に
よ
る
と
、
プ
ロ
ス
ペ
ク
ト
・
レ
ジ
デ
ン
シ
ャ
ル
投
資
法
人
の
よ
う
に
、
平
成
一
八
年
七
月
決
算
期
の
全
投
資
口

数
の
う
ち
外
国
法
人
及
び
個
人
の
投
資
口
数
の
占
め
る
割
合
が
五
ニ
・
一
七
％
の
も
の
も
あ
る
。

(18)

現
在
上
場
し
て
い
る
R
E
I
T
に
つ
い
て
は
、
東
証
の
上
場
基
準
に
よ
り
、
事
実
上
海
外
不
動
産
の
投
資
は
制
限
さ
れ
て
い
る
。
日
経
不
動
産

マ
ー
ケ
ッ
ト
情
報
二

0
0
六
年
五
月
号
三
六
頁
（
二

0
0
六）。

(19)

レ
ス
・
ロ
フ
マ
ン
＆
ダ
イ
ア
ン
・
ア
ン
バ
ー
ガ
ー
「
世
界
で
拡
大
し
続
け
る
R
E
I
T
モ
デ
ル
」

A
R
E
s
一
七
号
一

0
二
頁
（
二

0
0
五）。

(20) 

E
P
R
A
,
 G
R
O
B
A
L
 R
E
I
T
 S
U
R
V
E
Y
,
 A
 c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
 of the m
a
j
o
r
 R
E
I
T
 r
e
g
i
m
e
s
 in 
the world, 2
0
0
4
.
 

(21)

増
井
良
啓
「
証
券
投
資
フ
ァ
ン
ド
税
制
の
比
較
」
日
税
研
論
集
四
一
号
ニ
―
六
頁
。

(22)

景
山
智
全
「
集
団
投
資
ス
キ
ー
ム
に
お
け
る
課
税
上
の
問
題
点
」
税
務
大
学
校
論
叢
四

0
号
二
九
0
頁
（
二

0
0
二）。

(
2
3
)増
井
良
啓
•
前
掲
注
(
2
1
)
ニ
―
七
頁
。

(24) 
L
y
n
n
e
 J. 
E
d
 a
n
d
 Dr. P
a
u
l
 J. 
M. Bongaarts, I
F
 A
,
 T
h
e
 T
a
x
a
t
i
o
n
 of I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 F
u
n
d
s
,
 C
a
h
i
e
r
s
 d
e
 droit fiscal 
international, 

Vol. L
X
X
X
I
l
b
,
 at 5
2
,
 
1
9
9
7
.
 

(
2
5
)
I
b
a
[
 at 4
3
.
 

(26)

こ
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
植
松
守
雄
「
講
座
所
得
税
法
の
諸
問
題
第
一
三
七
回
」
税
経
通
信
五
三
巻
二
号
四
二
頁
(
-
九
九
八
）
、
増
井

良
啓
•
前
掲
注

(
2
1
)
ニ
―
九
頁
、
宮
本
十
至
子
「
投
資
フ
ァ
ン
ド
課
税
の
国
際
的
側
面
に
つ
い
て
」
関
西
大
学
法
学
論
集
五
0
巻
六
号
三
一
0
頁

関
法
第
五
六
巻
ニ
・
三
号

四
三
八

（七

0
二）



国
境
を
越
え
る

R
E
I
T
と
課
税

か
つ
、

（二

0
0
 
I

)

。
な
お
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
よ
う
な
パ
ス
・
ス
ル
ー
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
も
同
様
の
議
論
が
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
議
論
に
つ
い

て
は
、

O
E
C
D
,
T
h
e
 A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 of t
h
e
 O
E
C
D
 M
o
d
e
l
 T
a
x
 C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 to Partnerships, 1
9
9
9
.
 

(
2
7
)筒
井
順
二
『
日
英
•
日
伊
•
日
独
・
日
洪
•
日
波
・
日
比
租
税
条
約
の
解
説
』
―
二
頁
(
-
九
八
一
）
。

(
2
8
)筒
井
•
前
掲
注

(
2
7
)
―
二
頁
。

(29)

フ
ラ
ン
ス
S
I
C
A
V
の
法
制
の
紹
介
と
し
て
、
早
川
箕
一
郎
「
フ
ラ
ン
ス
法
制
」
落
合
誠
一
編
『
比
較
投
資
信
託
法
制
研
究
』
一
〇
六
ー
一

三
六
頁
(
-
九
九
六
）
。

(30) 
L
y
n
n
e
 J. 
E
d
 a
n
d
 Dr. P
a
u
l
 J
.
M
.
 B
o
n
g
a
a
r
t
s
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 2
4
,
 
at 4
3
.
 

(31)

日
米
租
税
条
約
一

0
条

2
1
の
配
当
に
対
し
て
は
、
こ
れ
を
支
払
う
法
人
が
居
住
者
と
さ
れ
る
締
約
国
に
お
い
て
も
、
当
該
締
約
国
の
法
令
に
従
っ
て
租
税
を
課
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
租
税
の
額
は
、
当
該
配
当
の
受
益
者
が
他
方
の
締
約
国
の
居
住
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
4
及
び
5
に
定
め
る
場
合
を
除

く
ほ
か
、
次
の
額
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

囚
当
該
配
当
の
受
益
者
が
、
当
該
配
当
の
支
払
を
受
け
る
者
が
特
定
さ
れ
る
日
に
、
当
該
配
当
を
支
払
う
法
人
の
議
決
権
の
あ
る
株
式
の
十

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
直
接
又
は
間
接
に
所
有
す
る
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
配
当
の
額
の
五
パ
ー
セ
ン
ト

印
そ
の
他
の
す
べ
て
の
場
合
に
は
、
当
該
配
当
の
額
の
十
パ
ー
セ
ン
ト

こ
の
2
つ
の
規
定
は
、
当
該
配
当
を
支
払
う
法
人
の
そ
の
配
当
に
充
て
ら
れ
る
利
得
に
対
す
る
課
税
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。

…
…
省
略
…
…

4
2
い
及
び

3
い
の
規
定
は
、
合
衆
国
の
規
制
投
資
会
社
（
以
下
こ
の
4
に
お
い
て
「
規
制
投
資
会
社
」
と
い
う
。
）
又
は
合
衆
国
の
不
動
産

投
資
信
託
（
以
下
こ
の
4
に
お
い
て
「
不
動
産
投
資
信
託
」
と
い
う
。
）
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
配
当
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
規
制
投

資
会
社
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
配
当
に
つ
い
て
は
、
2
閲
及
び
②
間
の
規
定
を
適
用
す
る
。
不
動
産
投
資
信
託
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
配
当
に

つ
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
該
当
す
る
と
き
に
限
り
、
2
閲
及
び
3
間
に
規
定
を
適
用
す
る
。

国
当
該
配
当
の
受
益
者
が
、
当
該
不
動
産
投
資
信
託
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
持
分
を
保
有
す
る
個
人
又
は
当
該
不
動
産
投
資
信
託
の
十

パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
持
分
を
保
有
す
る
年
金
基
金
で
あ
る
場
合

閲
当
該
配
当
が
当
該
不
動
産
投
資
信
託
の
一
般
に
取
引
さ
れ
る
種
類
の
持
分
に
関
し
て
支
払
わ
れ
、

四
三
九

当
該
配
当
の
受
益
者
が
当
該
不

（七
0
三）



(36) 

(37) 

(38) 

(35) 

(32) 

(33) 

(34) 
I
b
i
d
.
 

動
産
投
資
信
託
の
い
ず
れ
の
種
類
の
持
分
に
つ
い
て
も
そ
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
持
分
を
保
有
す
る
者
で
あ
る
場
合

□
当
該
配
当
の
受
益
者
が
当
該
不
動
産
投
資
信
託
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
持
分
を
保
有
す
る
者
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
不
動
産
投
資
信
託

が
分
散
投
資
し
て
い
る
場
合

2
田
及
び

3
い
の
規
定
は
、
日
本
国
に
お
け
る
課
税
所
得
の
計
算
上
受
益
者
に
対
し
て
支
払
う
配
当
を
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
法
人
に

よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
配
当
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
当
該
法
人
の
有
す
る
資
産
の
う
ち
日
本
国
内
に
存
在
す
る
不
動
産
に
よ
り
直
接
又
は

間
接
に
構
成
さ
れ
る
部
分
の
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
法
人
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
配
当
に
つ
い
て
は
、
2
閲
及

び
3
山
の
規
定
を
適
用
す
る
。
当
該
法
人
に
係
る
当
該
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
場
合
は
、
当
該
法
人
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
配
当

に
つ
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
該
当
す
る
と
き
に
限
り
、
2
閲
お
よ
び
3
田
に
規
定
を
適
用
す
る
。

い
当
該
配
当
の
受
益
者
が
、
当
該
法
人
の
一
般
に
取
引
さ
れ
る
種
類
の
持
分
に
関
し
て
支
払
わ
れ
、
か
つ
、
当
該
配
当
の
受
益
者
が
当
該
法

人
の
い
ず
れ
の
種
類
の
持
分
に
つ
い
て
も
そ
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
持
分
を
保
有
す
る
者
で
あ
る
場
合

閲
当
該
配
当
の
受
益
者
が
当
該
配
当
の
一
般
に
取
引
さ
れ
る
種
類
の
持
分
に
関
し
て
支
払
わ
れ
、
か
つ
、
当
該
配
当
の
受
益
者
が
当
該
法
人

の
い
ず
れ
か
の
種
類
の
持
分
に
つ
い
て
も
そ
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
持
分
を
保
有
す
る
者
で
あ
る
場
合

当
該
配
当
の
受
益
者
が
当
該
法
人
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
持
分
を
保
有
す
る
者
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
法
人
が
分
散
投
資
し
て
い
る
場

U
n
i
t
e
d
 S
t
a
t
e
s
 ,
 
B
e
l
g
i
u
m
 P
r
o
t
o
c
o
l
,
 
1987, Art. 
l. 

合
衆
国
に
お
け
る
当
該
制
限
規
定
導
入
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
宮
本
十
至
子
・
前
掲
注

(26)
三一

0
頁。

T
e
s
t
i
m
o
n
y
:
 
T
r
e
a
s
u
r
y
 
S
t
a
t
e
m
e
n
t
 
o
n
 
1
9
8
7
 
P
r
o
t
o
c
o
l
 
to 
1
9
7
0
 
B
e
l
g
i
u
m
 
I
n
c
o
m
e
 
T
a
x
 T
r
e
a
t
y
 
a
n
d
 
1
9
8
8
 
P
r
o
t

゜col
to 
1
9
6
7
 

F
r
a
n
c
e
 I
n
c
o
m
e
 T
a
x
 T
r
e
a
t
y
,
 B
-
1
5
1
0
 [hereinafter cited a
s
 T
r
e
a
s
u
r
y
 S
t
a
t
e
m
e
n
t
 o
n
 1
9
8
7
 P
r
o
t
o
c
o
l
]
.
 

J
C
T
 E
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
:
 
1
9
8
7
 P
r
o
t
o
c
o
l
 
to 
1
9
7
0
 B
e
l
g
i
u
m
 I
n
c
o
m
e
 T
a
x
 T
r
e
a
t
y
,
 
J
C
S
-
1
3
-
8
8
 
[hereinafter 
cited 
a
s
 
1
9
8
7
 B
e
l
g
i
u
m
 

P
r
o
t
o
c
o
l
 E
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
]
.
 

5
 T

r
e
a
s
u
r
y
 S
t
a
t
e
m
e
n
t
 o
n
 1
9
8
7
 P
r
o
t
o
c
o
l
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 34. 

1
9
8
7
 B
e
l
g
i
u
m
 P
r
o
t
o
c
o
l
 E
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 35. 

ヽ
~
J

c
 

'~,'~' 

合

関
法
第
五
六
巻
ニ
・
三
号

四
四
〇

（七
0
四）



(41) 

(42) 

(43) 

(44) 

(45) 

(39) 

(40) 
J
C
T
 E
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
 1
9
8
9
 G
e
r
m
a
n
y
 I
n
c
o
m
e
 T
a
x
 T
r
e
a
t
y
,
 9
0
 T
N
I
 2
6
-
4
5
,
 
para. 1
1
.
 

米
独
租
税
条
約
第
一

0
条

2
．
も
っ
と
も
、
当
該
配
当
に
対
し
て
は
、
配
当
を
支
払
う
会
社
が
居
住
者
で
あ
る
締
約
国
に
お
い
て
も
、
当
該
締
約
国
の
法
令
に
従
っ
て
租
税

を
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
そ
の
租
税
の
額
は
、
当
該
配
当
の
受
益
者
が
他
方
の
締
約
国
の
居
住
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
の
額
を
超

え
な
い
も
の
と
す
る
。

い
当
該
受
益
者
が
配
当
を
支
払
う
会
社
の
議
決
権
の
あ
る
株
式
の
少
な
く
と
も
一

0
％
を
直
接
的
に
保
有
す
る
会
社
で
あ
る
場
合
に
は
、
当

該
配
当
の
額
の
五
％

閲
そ
の
他
の
す
べ
て
の
場
合
に
は
、
当
該
配
当
の
額
の
一
五
％

合
衆
国
の
規
制
投
資
会
社

(
R
I
C
)
が
支
払
う
配
当
又
は
ド
イ
ツ
投
資
信
託

(
K
a
p
i
t
a
l
a
n
l
a
g
e
g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
)

の
受
益
証
券
に
係
る
分
配

の
場
合
に
は
、
本
項
の
い
で
は
な
く
間
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
本
項
の
口
の
規
定
は
、
合
衆
国
の
不
動
産
投
資
信
託

(
R
E
I

T
)
が
支
払
う
配
当
に
は
適
用
さ
れ
な
い
も
の
と
し
、
当
該
配
当
が
こ
の
不
動
産
投
資
信
託
の
権
益
の
一

0
％
未
満
を
保
有
す
る
個
人
が
受
益
的

に
保
有
す
る
場
合
に
限
り
、
本
項
の
伽
の
規
定
は
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
本
項
の
規
定
は
、
当
該
配
当
を
支
払
う
会
社
の
そ
の
配
当
に
充
て

ら
れ
る
利
得
に
対
す
る
課
税
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。

U
n
i
t
e
d
 S
t
a
t
e
s
'
G
e
r
m
a
n
y
 T
a
x
 T
r
e
a
t
y
 1
9
8
9
,
 
T
e
c
h
n
i
c
a
l
 E
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
,
 
Art. 
1
0
.
 

[hereinafter 
cited 
as 
U
n
i
t
e
d
 S
t
a
t
e
s
'
G
e
r
m
a
n
y
 

T
a
x
 T
r
e
a
t
y
 
T. E.] 

D
e
b
a
t
i
n
 ¥
 Wa
s
s
e
r
r
n
e
y
e
r
,
 D
o
p
p
e
l
b
e
s
t
e
u
e
r
u
n
g
,
 Art. 1
0
 U
S
A
,
 para. 7
9
,
 
at 2
6
-
2
7
,
 
1
9
9
7
.
 

U
n
i
t
e
d
 S
t
a
t
e
s
 ,
 
G
e
r
m
a
n
y
 T
a
x
 T
r
e
a
t
y
 T
.
 E., 
s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 4
1
.
 

四
四

D
e
b
a
t
i
n
 ¥
 Wa
s
s
e
r
m
e
y
e
r
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 4
2
,
 
p
a
r
a
 7
8
,
 
at 2
6
.
 

B
e
l
e
g
g
i
n
g
s
i
n
s
t
e
l
l
i
n
g
は
、
オ
ラ
ン
ダ
法
人
税
法
第
二
八
条
で
規
定
さ
れ
た
投
資
フ
ァ
ン
ド
（
契
約
型
と
会
社
型
）
で
あ
り
、
一
定
の
場
合

に
は
ビ
ー
ク
ル
段
階
で

0
％
の
法
人
課
税
が
な
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
フ
ァ
ン
ド
の
所
得
は
八
ヶ
月
以
内
に
投
資
家
に
分
配
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
所
得
は
投
資
家
に
分
配
せ
ず
、
再
投
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
投
資
家
段
階
に
お
い
て
当
該
分
配
所
得
は
配
当
所

得
と
し
て
扱
わ
れ
、
所
得
税
又
は
法
人
税
が
課
さ
れ
る
。
非
居
住
者
に
よ
る
出
資
は
二
五
％
未
満
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Beleggingsinstell
,
 

i
n
gに
つ
い
て
は
、
I、.
F
•K
o
s
t
e
r
s
,
 
H. M
o
o
i
j
,
 
IF A,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 2
4
,
 
at 6
3
5
-
6
5
7
.
 

国
境
を
越
え
る

R
E
I
T
と
課
税

（七
0
五）



(58) 

(59) 

(60) 

(61) 

(57) 

(56) 

(52) 

(53) 

(54) 

(55) 

(51) 

(50) 

(46) 

(47) 

(48) 

(49) 
N
A
R
E
I
T
 O
p
p
o
s
e
s
 R
E
I
T
 W
i
t
h
h
o
l
d
i
n
g
 P
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 in 
T
a
x
 Treaties, 9
6
 T
N
I
 1
8
4
-
1
4
,
 
para. 2
.
 

R
.
 

宮
本
十
至
子
・
前
掲
注

(26)
三
0
六
頁
。

日
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
租
税
条
約
一
0
条
•
新
日
英
租
税
条
約
一
0
条
。

フ
ォ
ル
ハ
ー
ド
／
D
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
／

w.
ウ
ー
ジ
ン
ガ
ー

九
九
三
）
。

G
o
e
t
t
s
c
h
e
 ¥
 St
o
c
k
 ¥
 Te
s
k
e
,
 
N
 ur
 
g
e
p
l
a
n
t
e
n
 
E
i
n
f
u
h
r
u
n
g
 
d
e
r
 
s
t
e
u
e
r
b
e
g
i
i
n
s
t
i
g
t
e
n
 
I
m
m
o
b
i
l
i
e
n
a
k
t
i
e
n
g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
 
(
G
-
R
E
I
T
)
 in 

D
e
u
t
s
c
h
l
a
n
d
 |
 P
l
a
n
s
 for a
 G
e
r
m
a
n
 real estate i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 trust, 
S
W
I
 20
0
5
,
 
S. 2
7
5
.
 

投
資
会
社
法
制
定
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
山
田
剛
志
『
金
融
の
証
券
化
と
投
資
家
保
護
l

ド
イ
ツ
投
資
信
託
か
ら
の
法
的
・
経
済
的
示
唆

』
一
九
頁
以
下
（
二

0
0
0
)
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、

B
a
u
r
,
l
n
v
e
s
t
m
e
n
t
g
e
s
e
t
z
e
,
 2
 
A
u
f
.
 1. 
T
e
i
l
b
a
n
d
 1
9
9
7
,
 
S. 
1
7
l
f
f
.
 
を
参
照
。

新
井
誠
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
土
地
信
託
の
実
情
1

特
に
ド
イ
ツ
を
中
心
と
し
て
」
法
律
時
報
五
八
巻
二
号
八
四
頁
(
-
九
八
六
）
。

H
o
p
t
,
 D
e
r
 K
a
p
i
t
a
l
a
n
l
e
g
e
r
s
c
h
u
t
z
 i
m
 R
e
c
h
t
 d
e
r
 B
a
n
k
e
n
,
 1
9
7
5
,
 
S. 2
9
7
.
 

• 

な
お
、

D
e
p
o
t
b
a
n
k
を
寄
託
銀
行
、
受
託
銀
行
と
訳
す
文
献
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
後
者
の
訳
語
を
用
い
る
。

B
r
i
n
k
h
a
u
s
 ¥
 Sc
h
e
r
e
r
,
 
G
e
s
e
t
z
 i.iber 
K
a
p
i
t
a
l
a
n
l
a
g
e
g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
e
n
 
A
u
s
l
a
n
d
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
-
G
e
s
e
t
z
 K
o
m
m
e
n
t
a
r
,
 2
0
0
3
.
 ~: 

井
誠
｛
「
ド

イ
ツ
法
制
」
落
合
誠
一
編
著
「
比
較
投
資
信
託
法
制
研
究
』
―
四
五
頁
(
-
九
九
六
）
、
山
田
剛
志
「
不
動
産
共
同
投
資
と
投
資
信
託
|
|
＇
ド
イ

ツ
の
不
動
産
フ
ァ
ン
ド
を
中
心
と
し
て
ー
」
信
託
法
研
究
二
二
号
三
一
頁
(
-
九
九
八
）
。

具
体
的
な
約
款
の
例
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
日
本
生
産
性
本
部
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
投
資
信
託
』
（
第
二
次
証
券
投
資
信
託
専
門
施
設
団
報

告
書
）
三
九
四
ー
三
九
六
頁
(
-
九
六
五
）
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
辻
正
美
「
受
託
者
の
背
信
的
処
分
の
効
力
に
つ
い
て
（
三
）
I

ド
イ
ツ
法
を
中
心
と
し
て
—
|
t
」
法
学
論
叢
一0
四

巻
五
号
一
八
頁
(
-
九
七
九
）
。

新
井
誠
「
ド
イ
ッ
法
制
」
落
合
誠
一
編
著
『
比
較
投
資
信
託
法
制
研
究
』
一
七
二
頁
二
九
九
六
）
。

新
井
誠
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
土
地
信
託
の
実
情
|
l
|
特
に
ド
イ
ツ
を
中
心
と
し
て
」
法
律
時
報
五
八
巻
二
号
八
四
頁

辻
正
美
•
前
掲
注

(
5
7
)
一
八
頁
。

K

A

G

G
第
八
条
、
第
二
七
条
、
第
二
八
条
。

関
法
第
五
六
巻
ニ
・
三
号

『
ド
イ
ツ
の
不
動
産
|
|
！
開
発
と
投
資
の
法
律
お
よ
び
税
務
』

四
四

（七

0
六）

（
一
九
八
六
）
。

二
三
頁
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A
 long, long road. 

〔
注
記
〕
脱
稿
後
、
二

0
0
六
年
八
月
一
日
付
け
の
「
上
場
R
E
I
T
創
設
の
た
め
の
法
案
」
に
接
し
た
。
当
該
法
案
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
は
二

0
0
七

年
の
G
I
R
E
I
T
導
入
に
む
け
て
本
格
的
に
動
き
出
し
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
背
景
に
は
、

U
K
I
R
E
I
T
導
入
に
よ
る
影
響
が
大
き
く
、

ド
イ
ツ
の
国
際
競
争
力
に
対
す
る
危
機
感
が
う
か
が
え
る
。
法
案
は
、
第
一
部
総
則
（
適
用
範
囲
、
定
義
、
株
式
法
の
適
用
、
最
低
資
本
金
、

株
式
の
種
類
、
商
号
、
商
標
保
護
）
、
第
二
部

R
E
I
T
株
式
会
社
の
設
立
（
登
記
、
所
在
地
、
設
立
中
の

R
E
I
T
)
、
第
三
部

R
E
I

T
株
式
会
社
の
適
格
要
件
（
適
格
要
件
、
上
場
、

R
E
I
T
株
の
分
散
、
資
産
、
投
資
家
へ
の
分
配
、
不
動
産
取
引
の
排
除
、
負
債
の
引
き
受

け
）
、
第
四
部
会
社
法
上
の
制
裁
（
資
本
措
置
、
譲
渡
義
務
、
株
主
へ
の
情
報
提
供
、
少
数
株
主
の
主
要
株
主
へ
の
強
制
的
株
式
譲
渡
）
、
第

五
部
会
社
法
上
の
制
裁

(
R
E
I
T
株
式
会
社
の
非
課
税
、
非
課
税
の
開
始
・
組
織
変
更
、
非
課
税
の
終
了
、
無
制
限
納
税
義
務
の
あ
る
出

資
者
の
課
税
、
資
本
収
益
税
控
除
、
制
限
納
税
義
務
・
非
課
税
の
出
資
者
の
課
税
、
手
続
規
定
）
の
二
九
条
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
当
該
法

案
は
今
後
さ
ら
に
修
正
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
本
格
的
な
検
討
は
別
稿
で
扱
い
た
い
。

国
境
を
越
え
る
R
E
I
T
と
課
税

2
0
.
 

四
四
五

該
税
額
分
を
補
助
金
と
し
て
支
払
う
こ
と
で
こ
れ
を
救
済
し
て
い
る
が
、

B
I
の
投
資
家
が
居
住
者
か
非
居
住
者
か
で
取
扱
い
を
異
に
す
る
。
こ

れ
は
E

C
条
約
に
抵
触
す
る
恐
れ
が
あ
ろ
う
。
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